
佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

 目次は省略   

 第４編 原子力災害対策 第４編 原子力災害対策  

 第１章 総 則 第１章 総 則  

1 第２節 計画の性格 

１  佐賀県の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画 

この計画は、佐賀県の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計画原

子力災害対策編及び原災法第６条の２第１項の規定により原子力規制委員会が定める「原子力災害

対策指針」（平成２９年７月５日改正）に基づいて作成したものであって、指定行政機関、指定地

方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と整合性を図りながら、

緊密に連携を図った上で作成したものである。 

(略) 

第２節 計画の性格 

１  佐賀県の地域に係る原子力災害対策の基本となる計画 

この計画は、佐賀県の地域に係る原子力災害対策の基本となるものであり、国の防災基本計画原

子力災害対策編及び原災法第６条の２第１項の規定により原子力規制委員会が定める「原子力災害

対策指針」（平成３０年７月２５日改正）に基づいて作成したものであって、指定行政機関、指定地

方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する防災業務計画と整合性を図りながら、

緊密に連携を図った上で作成したものである。 

(略) 

原子力災

害対策指

針の改定

による 

 

2 第４節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲及び当該地域における防

護措置の概要 

(略) 

 

１ 予防的防護措置を準備する区域（Precautionary Action Zone。以下、「ＰＡＺ」という。）及

びＰＡＺにおける防護措置の概要 

ＰＡＺは、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、即

時避難を実施する等、通常の運転及び停止中の放射性物質の放出量とは異なる水準で放射性物質が

放出される前の段階から予防的に防護措置を準備する区域であり、その範囲は玄海原子力発電所か

ら半径５ｋｍの円内を含む以下の地域とする。 

(略) 

第４節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲及び当該地域における防

護措置の概要 

(略) 

 

１ 予防的防護措置を準備する区域（Precautionary Action Zone。以下、「ＰＡＺ」という。）及び

ＰＡＺにおける防護措置の概要 

ＰＡＺは、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最

小化するため、即時避難を実施する等、通常の運転及び停止中の放射性物質の放出量とは異なる水

準で放射性物質が放出される前の段階から予防的に防護措置を準備する区域であり、玄海原子力発

電所２号機、３号機及び４号機においては、その範囲を発電所から半径５ｋｍの円内を含む以下の

地域とする。 

(略)  

指針の改

定による 

 

冷却告示

による 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態区分の概要 

区分 対象事象等 概要 

(略) 

全
面
緊
急
事
態 

原子力緊急事態（原

災法第２条第２号

に規定する原子力

緊急事態）が発生し

た段階 

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能

性が高い事象が生じたため、確定的影響を回避し、確率的影響

のリスクを低減する観点から、迅速な防護措置を実施する必要

がある段階 

(略)  

 

緊急事態区分の概要 

区分 対象事象等 概要 

(略) 

全
面
緊
急
事
態 

原子力緊急事態（原

災法第２条第２号

に規定する原子力

緊急事態）が発生し

た段階 

原子力施設において公衆に放射線による影響をもたらす可能

性が高い事象が生じたため、確定的影響を回避し又は最小化す

るため、及び確率的影響のリスクを低減するため、迅速な防護

措置を実施する必要がある段階 

(略) 
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3 

 

 

 

 

 

 

２ 緊急防護措置を準備する区域（Urgent Protective action planning Zone。以下、 

「ＵＰＺ」という。）及びＵＰＺにおける防護措置の概要 

ＵＰＺは、確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、避難等の緊急防護措置を準備する区

域であり、その範囲は玄海原子力発電所から半径３０ｋｍの円内とするが、当該範囲に所在す

る市町の社会的周辺状況を勘案し、具体的には以下の地域とする。 

 

対 象 地 域 

玄海町 ＰＡＺを除く全域 

唐津市 ＰＡＺを除く全域 

伊万里市 全域 
 

２ 緊急防護措置を準備する区域（Urgent Protective action planning Zone。以下、 

「ＵＰＺ」という。）及びＵＰＺにおける防護措置の概要 

ＵＰＺは、確率的影響のリスクを低減するため、避難等の緊急防護措置を準備する区域であ

り、玄海原子力発電所２、３及び４号機においては、その範囲を発電所から半径３０ｋｍの 

円内とするが、当該範囲に所在する市町の社会的周辺状況を勘案し、具体的には以下の地域と

する。 

対 象 地 域 

玄海町 ＰＡＺを除く全域 

唐津市 ＰＡＺを除く全域 

伊万里市 全域 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
（略） 
 

第６節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

（略） 

 

１～５ (略) 

 

６ 自衛隊 

機  関  名 所   掌   事   項 

(略) 

(2) 海上自衛隊佐世保地

方総監部 

(略) 

(略) 

 

７～９ (略) 

 

 

 

 

なお、玄海原子力発電所１号機は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す 

る法律第４３条の３の３３の規定に基づく廃止措置計画の認可を受け、かつ、照射済燃 

料集合体が十分な期間冷却されたものとして原子力規制委員会が定めた発電用原子炉施 

設として平成３０年２月の冷却告示において定められている。 

この告示により、１号機における原子力災害対策重点区域は発電所からおおむね５㎞ 

の円内がＵＰＺとなり、２、３及び４号機におけるＰＡＺと同一の範囲となる。 
 (略) 

 

第６節 防災関係機関の事務又は業務の大綱 

（略） 

 

１～５ (略) 

 

６ 自衛隊 

機  関  名 所   掌   事   項 

(略) 

(2) 海上自衛隊佐世保地

方隊 

(略) 

(略) 

 

７～９(略) 

 

 

 

 

記載の適

正化 
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頁 現行 修正後 備考 

11 10 原子力事業者 

機 関 名 所   掌   事   項 

九州電力株式会社 (1)～(13)（略） 

(14) 緊急時医療措置の実施のための協力に関すること 

(15) (略) 
 

10 原子力事業者 

機 関 名 所   掌   事   項 

九州電力株式会社 (1)～(13)（略） 

(14) 原子力災害医療措置の実施のための協力に関すること 

(15) (略) 
 

記載の適

正化 

 

 

13 

第２章  災害予防対策 
 

第４節  原子力防災専門官

及び上席放射線防

災専門官との連携 

国（原子力防災専門官、上席放射線防災専門官）、玄海

町、関係周辺市、 

県（消防防災課、原子力安全対策課、環境センター） 

 

１ (略) 

 

２ 県は、緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体制の準備、緊急時モニタリング訓練、

緊急時モニタリングセンターの準備の協力、緊急時モニタリング、関係都道府県等他組織との連

携などの緊急時モニタリングの対応等については、地区の代表として指定された上席放射線防災

専門官と密接な連携を図り、実施するものとする。 

(略) 

第２章  災害予防対策 
 

第４節  原子力防災専門官

及び上席放射線防

災専門官との連携 

国（原子力防災専門官、上席放射線防災専門官）、玄海

町、関係周辺市、 

県（消防防災課、原子力安全対策課、環境センター） 

 

１ (略) 

 

２ 県は、緊急時モニタリング計画の作成、事故時の連絡体制の準備、緊急時モニタリング訓練、

緊急時モニタリングセンター立ち上げの準備に協力し、緊急時モニタリング、関係都道府県等他

組織との連携などの緊急時モニタリングの対応等については、地区の担当として指定された上席

放射線防災専門官と密接な連携を図り、実施するものとする。 

(略) 

記載の適

正化 

16 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節  組織体制等の整備 国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官）、玄

海町、関係周辺市、原子力事業者、その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、各部(局)関係所属、
関係各課） 

 (略) 

 

１ (略) 

 
２  災害対策本部体制の整備 

また、県、玄海町及び関係周辺市は、迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え、防護

対策の指示を行うための体制について、あらかじめ定めておくものとする。この際、判断の遅滞

がないよう、意思決定者への情報の連絡及び指示のための情報伝達方法と、意志決定者不在時の

代理者をあらかじめ取り決めておくものとする。 

 

３～５ （略） 

 

６  オフサイトセンターの整備 

(略) 

第６節  組織体制等の整備 国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官）、玄

海町、関係周辺市、原子力事業者、その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、各部(局)関係所属、
関係各課） 

 (略) 

 

１ (略) 

 
２  災害対策本部体制の整備 

また、県、玄海町及び関係周辺市は、迅速な防護対策の実施が必要となった場合に備え、防護

対策の指示を行うための体制について、あらかじめ定めておくものとする。この際、判断の遅滞

がないよう、意思決定者への情報の連絡及び指示のための情報伝達方法と、意思決定者不在時の

代理者をあらかじめ取り決めておくものとする。 

 

３～５ （略） 

 

６  オフサイトセンターの整備 

 (略) 

記載の適

正化 
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佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

17 県は、国と連携して、オフサイトセンターが使用できない場合にこれを代替することができ

る場所を、県庁内に確保しておくものとする。 

県及び国は、相互に連携して、オフサイトセンターからの移転・立上げ体制を確保するとと

もに、搬送資機材の搬送計画をあらかじめ定めておくものとする。 

県、国、玄海町、関係周辺市及び原子力事業者は、オフサイトセンターが使用できない場合

において、佐賀県庁及び長崎県消防学校を代替オフサイトセンターとして活用することとし、

県及び国は、相互に連携して、オフサイトセンターからの移転・立上げ体制を確保するととも

に、搬送資機材の搬送計画をあらかじめ定めておくものとする。 

18 第７節  緊急時モニタ
リング体制の整備  

国（原子力規制委員会、その他関係省庁）、玄海町、関係

周辺市、その他市町、指定公共機関、原子力事業者、その

他モニタリング関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、環境センター、医務

課、健康増進課、関係各課） 

１～３ （略） 
 
４ 緊急時モニタリングセンター 
警戒事態発生後、県は、緊急モニタリング本部を設置し、原子力事業者等と協力して緊急時モ 
ニタリングを実施する。 
（略） 
 
５ （略） 
 
６ 緊急時モニタリング資機材の整備・維持 
県は、平常時の環境放射線モニタリング及び緊急時モニタリングを適切に実施するため、モニタリ 
ングポスト、積算線量計、可搬型の環境放射線モニタリング資機材、環境試料分析装置、並びに携 
帯電話等の連絡手段等を整備、維持するとともに、その操作の習熟に努める。 

第７節  緊急時モニタ
リング体制の整備  

国（原子力規制委員会、その他関係省庁）、玄海町、関係

周辺市、その他市町、指定公共機関、原子力事業者、その

他モニタリング関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、環境センター、医務

課、健康増進課、関係各課） 

１～３ （略） 
 
４ 緊急時モニタリングセンター 
警戒事態発生後、県は、緊急モニタリング本部を設置し、原子力事業者等と協力して緊急時モ 

ニタリングの準備を開始する。 
（略） 

 
５ （略） 
 
６ 緊急時モニタリング資機材の整備・維持 
県は、平常時の環境放射線モニタリング及び緊急時モニタリングを適切に実施するため、モニタリ

ングポスト、電子線量計、可搬型の環境放射線モニタリング資機材、環境試料分析装置、並びに携帯

電話等の連絡手段等を整備、維持するとともに、その操作の習熟に努める。 

記載の適

正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

第９節  避難収容活動体制
の整備  

国（原子力規制委員会、内閣府、海上保安部、自衛隊）、

県警察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、原

子力事業者、その他防災関係機関 
県（消防防災課、国際課、こども未来課、法務私学課、福

祉課、こども家庭課、長寿社会課、障害福祉課、医務課、

経営支援課、教育総務課、保健体育課） 

（略） 

 

１ (略) 

 

２  避難所の指定等 

(1) 避難所 

県は、玄海町、関係周辺市に対し、学校や公民館等の公共的施設を対象に、避難等を行うた

め、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指

定緊急避難場所及び避難生活を送るための指定避難所をあらかじめ指定し、住民への周知徹底

第９節  避難収容活動体制
の整備  

国（原子力規制委員会、内閣府、海上保安部、自衛隊）、

県警察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、原

子力事業者、その他防災関係機関 
県（消防防災課、国際課、こども未来課、法務私学課、福

祉課、こども家庭課、長寿社会課、障害福祉課、医務課、

経営支援課、教育総務課、保健体育課） 

（略） 

 

１ (略) 

 

２  指定避難所等の指定等 

(1) 避難所 

県は、玄海町、関係周辺市に対し、学校や公民館等の公共的施設を対象に、避難等を行うた

め、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指

定緊急避難場所及び避難生活を送るための指定避難所をあらかじめ指定し、住民への周知徹底

防災基本

計画に準

拠 
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24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を図るよう助言する。また、一般の避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のた

め、介護保険施設、障害者支援施設等の福祉避難所の指定に努めるよう助言するものとする。 

玄海町、関係周辺市は、学校や公民館等の公共的施設を対象に、その管理者の同意を得た上

で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難生活を

送るための指定避難所を避難所としてあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。また、一

般の避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のため、介護保険施設、障害者支援

施設等を福祉避難所に指定するよう努めるものとする。 

(略) 

 

(2)～(3) (略) 

 

３～６ (略) 

 

７  避難所、避難方法等の周知 

県は、玄海町及び関係周辺市に対し、避難所や避難退域時検査、安定ヨウ素剤配布等の場所、

避難方法、屋内退避の方法について、日頃から住民への周知徹底に努めるよう助言するものと

する。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ない

ときは、屋内での退避等の安全確保措置を講ずべきことも留意するものとする。 

また、その他市町に対し、避難者を受け入れる避難所、避難方法について、日頃から住民への

周知徹底に努めるよう助言する。 

県は、国、玄海町、関係周辺市及び原子力事業者と連携のうえ、警戒事態及び施設敷地緊急事

態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。 

玄海町及び関係周辺市は、避難所、避難方法、屋内退避の方法について、日頃から住民への周

知徹底に努める。 

その他市町は、避難者を受け入れる避難所、避難方法について、日頃から住民への周知徹底に

努める。 

 

第 10 節 原子力災害時におけ
る医療体制の整備 

 

玄海町、関係周辺市、消防機関、日本赤十字社佐賀県支部、

原子力事業者、原子力災害医療関係機関 
県（医務課） 

（略） 

 
１ 原子力災害医療関係機関の定義 

国の原子力災害対策指針に基づく原子力災害関係機関としては、以下のとおりである。 

（1）原子力災害拠点病院 

汚染の有無にかかわらず傷病者を受け入れ、被ばくがある場合には適切な診療等を行う。 

・唐津赤十字病院 

・地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 

を図るよう助言する。また、一般の指定避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者

のため、介護保険施設、障害者支援施設等の福祉避難所の指定に努めるよう助言するものとす

る。 

玄海町、関係周辺市は、学校や公民館等の公共的施設を対象に、その管理者の同意を得た 

上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び避難生 

活を送るための指定避難所を避難所としてあらかじめ指定し、住民への周知徹底を図る。ま

た、一般の指定避難所では生活することが困難な障害者等の要配慮者のため、介護保険施設、

障害者支援施設等を福祉避難所に指定するよう努めるものとする。 

(略) 

(2) ～(3) (略) 

 

３～６ (略) 

 

７  指定避難所における避難方法等の周知 

県は、玄海町及び関係周辺市に対し、指定避難所や避難退域時検査、安定ヨウ素剤配布等の 

場所、避難方法、屋内退避の方法について、日頃から住民への周知徹底に努めるよう助言する 

ものとする。なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむ 

を得ないときは、屋内での退避等の安全確保措置を講ずべきことも留意するものとする。 

また、その他市町に対し、避難者を受け入れる指定避難所における避難方法について、日頃か

ら住民への周知徹底に努めるよう助言する。 

県は、国、玄海町、関係周辺市及び原子力事業者と連携のうえ、警戒事態及び施設敷地緊急 

事態発生後の経過に応じて周辺住民に提供すべき情報について整理しておくものとする。 

玄海町及び関係周辺市は、指定避難所における避難方法、屋内退避の方法について、日頃か 

ら住民への周知徹底に努める。 

その他市町は、避難者を受け入れる指定避難所における避難方法について、日頃から住民へ 

の周知徹底に努める。 

 

第 10 節 原子力災害時におけ
る医療体制の整備 

 

玄海町、関係周辺市、消防機関、日本赤十字社佐賀県支部、

原子力事業者、原子力災害医療関係機関 
県（医務課） 

（略） 

 
１ 原子力災害医療関係機関の定義 

国の原子力災害対策指針に基づく原子力災害関係機関としては、以下のとおりである。 

（1） 原子力災害拠点病院 

汚染の有無にかかわらず傷病者を受け入れ、被ばくがある場合には適切な診療等を行う。 

・唐津赤十字病院 

・地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 
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頁 現行 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

（2） 高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センター 

高度専門的な診療、線量評価、除染や高度専門的教育研修を行う。 

また、原子力災害時には、原子力災害医療派遣チームの派遣及びその調整等を行う。  

・国立大学法人長崎大学（玄海地域担当） 

・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 
 

 

 

（3） 原子力災害医療協力機関 

原子力災害時における診療や県が行う原子力災害対策等の支援を行う 

  ・協力機関に求められる機能を有する医療機関及び職能団体 

・佐賀大学医学部附属病院 

（2） 高度被ばく医療支援センター 

原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な診療及び支援並びに高度専門的教育研修 

を行う。 

・国立大学法人長崎大学（玄海地域担当） 

・国立大学法人広島大学 

・国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

・福島県立医科大学 

・国立大学法人弘前大学 

  (3) 原子力災害医療・総合支援センター 

 平時において、原子力災害拠点病院に対する支援や関連医療機関とのネットワークの構築を 

行うとともに、原子力災害時において、原子力災害医療派遣チームの派遣調整等を行う。 

   ・国立大学法人長崎大学（玄海地域担当） 

   ・国立大学法人広島大学 

   ・福島県立医科大学 

   ・国立大学法人弘前大学 

（4） 原子力災害医療協力機関 

原子力災害拠点病院や県が行う原子力災害対策等を支援する。 
 ・医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院 

 ・独立行政法人国立病院機構佐賀病院 

 ・多久市立病院 

 ・特定医療法人静便堂白石共立病院 

 ・伊万里・有田地区医療福祉組合伊万里有田共立病院 

 ・独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 

 ２ 緊急被ばく医療マニュアルの普及・活用 

県は、この計画に基づく詳細な原子力災害医療活動の手順を規定した「緊急被ばく医療マニュア

ル（平成１８年６月策定）」を関係者に普及し、迅速かつ的確な医療活動に役立てる。 

県は、原子力災害医療の関係者とも密接な連携を図りつつ、実効的な原子力災害医療が行われる

よう関係諸機関との整合性のあるマニュアルとなるよう努めるものとする。 

 

３ （略） 
 
４ 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、玄海町及び関係周辺市、医療機関等と連携して、ＰＡＺ 

内の住民等に対する安定ヨウ素剤の事前配布体制及びＵＰＺ内の住民等に対する緊急時における安

定ヨウ素剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の予防服用が行えるよう、準備しておくも

のとする。 

（略） 

２ 原子力災害医療対応マニュアルの普及・活用 

県は、この計画に基づく詳細な原子力災害医療活動の手順を規定した「原子力災害医療対応マ 

ニュアル（平成３１年３月策定）」を関係者に普及し、迅速かつ的確な医療活動に役立てる。 

県は、原子力災害医療の関係者とも密接な連携を図りつつ、実効的な原子力災害医療が行われ 

るよう関係諸機関との整合性のあるマニュアルとなるよう努めるものとする。 

 

３ （略） 

 

４ 安定ヨウ素剤の予防服用体制の整備 

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、玄海町及び関係周辺市、医療機関等と連携して、ＰＡＺ 

内の住民及びＵＰＺ内の住民等に対し事前配布を行うとともに、緊急時における安定ヨウ素剤の 

配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の予防服用が行えるよう、準備しておくものとする。 

 

（略） 
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佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

28 第 14 節 緊急輸送活動体制
の整備  

国、玄海町、関係周辺市及びその他市町の道路管理者、県警察 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、産業企画課、経

営支援課、港湾課、農山漁村課、空港課、道路課、総務事務セ

ンター、関係各課） 

（略） 

 
１  専門家の移送体制の整備 
県は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構などの指定公共機関等からの緊急時モニタ 
リング要員、医療等に関する専門家などの現地への移送協力について関係機関と協議しておくも 
のとする。 
（） 

第 14 節 緊急輸送活動体制
の整備  

国、玄海町、関係周辺市及びその他市町の道路管理者、県警察 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、産業企画課、経

営支援課、港湾課、農山漁村課、空港課、道路課、総務事務セ

ンター、関係各課） 

（略） 

 
１  専門家の移送体制の整備 

県は、指定公共機関等からの緊急時モニタリング要員、医療等に関する専門家などの現地への 

移送協力について関係機関と協議しておくものとする。 

（略） 

 

31 第 17 節 原子力防災に関す

る住民に対する知

識の普及啓発 

 

国（原子力規制委員会、内閣府、消防庁）、玄海町、関係周

辺市、その他市町、原子力事業者 

県（消防防災課、原子力安全対策課、関係各課） 

 

(略) 

 

１～８ （略） 

９ 避難所の運営管理、行動等に関すること 

10～11 (略) 

第 17 節 原子力防災に関する

住民に対する知識の

普及啓発 

 

国（原子力規制委員会、内閣府、消防庁）、玄海町、関係周辺

市、その他市町、原子力事業者 

県（消防防災課、原子力安全対策課、関係各課） 

 

(略) 

 

１～８ （略） 

９ 指定避難所等の運営管理、行動等に関すること 

10～11 (略) 

防災基本

計画に準

拠 

 

32 第 19 節 防災訓練の実施  国（内閣府、原子力規制委員会、原子力防災専門官）、県警察、 
玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、その他防災関

係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、環境センター、

各部(局)等関係所属、関係各課） 

 (略) 

 

１  訓練計画 

(1) (略) 

(2) 国の総合防災訓練計画 

内閣府及び原子力規制委員会が、県及び玄海町、関係周辺市等と総合的な防災訓練を実施

するため、その計画を策定する場合、県及び玄海町、関係周辺市は訓練実施計画の企画立案

に参画する。 

 

２～３ （略） 

 

第 19 節 防災訓練の実施  国（内閣府、原子力規制委員会、原子力防災専門官）、県警察、 
玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、その他防災関

係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、環境センター、

各部(局)等関係所属、関係各課） 

 (略) 

 

１  訓練計画 

(1) (略) 

 (2) 国の総合防災訓練計画 

内閣府及び原子力規制委員会が、県、玄海町及び関係周辺市等と総合的な防災訓練を実施す

るため、その計画を策定する場合、県、玄海町及び関係周辺市は訓練実施計画の企画立案に参

画する。 

 

２～３ （略） 

記載の適

正化 
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頁 現行 修正後 備考 

 第３章  災害応急対策 第３章  災害応急対策  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

第２節  通報連絡、情報収集

活動 

国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、気象台、

海上保安部、自衛隊等）、県警察、玄海町、関係周辺市、その

他市町、原子力事業者、その他防災関係機関 

県（消防防災課、原子力安全対策課、各部(局)等連絡員所属部

署、関係各課） 

(略) 

１ 施設敷地緊急事態発生情報の連絡等 

(1) 情報収集事態が発生した場合 

ア 国からの連絡 

原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその 

後の状況について、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、関係地方公共団体に対し、

連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

イ 県からの連絡 

県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場 

合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、情報収集事態の発生を 

認知したことについて、関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。 

(2) 警戒事態が発生した場合 

ア 国からの連絡 

     原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原子力事業者等 

により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発生及びそ 

の後の状況について、関係省庁及び関係地方公共団体に対して情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、関係地方公共団体に対し 

て、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、ＰＡＺを含む玄海町及 

び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等） 

を行うよう、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、施設敷地緊急事態要避 

難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、要請する。その際併せて、 

気象情報を提供するものとする。 

イ 県からの連絡 

(略) 

また、ＰＡＺを含む玄海町及び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準

備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に

対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力す

るよう、要請する。 

ウ (略) 

第２節  通報連絡、情報収集

活動 

国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、気象台、

海上保安部、自衛隊等）、県警察、玄海町、関係周辺市、その

他市町、原子力事業者、その他防災関係機関 

県（消防防災課、原子力安全対策課、各部(局)等連絡員所属部

署、関係各課） 

(略) 

１ 施設敷地緊急事態発生情報の連絡等 

(1) 情報収集事態が発生した場合 

ア 国からの連絡 

原子力規制委員会は、情報収集事態を認知した場合には、情報収集事態の発生及びその 

後の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に対して情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同現地情報連絡室は、県、玄海町及び関 

係周辺市に対し、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡する。 

イ 県からの連絡 

県は、原子力規制委員会から連絡があった場合など、情報収集事態の発生を認知した場 

合には、連絡体制の確立等の必要な体制をとるものとする。また、情報収集事態の発生を 

認知したことについて、その他市町及び関係する指定地方公共機関に連絡するものとする。 

(2) 警戒事態が発生した場合 

ア 国からの連絡 

     原子力規制委員会は、警戒事態に該当する自然災害を認知したとき又は原子力事業者等 

により報告された事象が警戒事態に該当すると判断した場合には、警戒事態の発生及びそ 

の後の状況について、関係省庁、県、玄海町及び関係周辺市に対して情報提供を行う。 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部は、県、玄海町及び関係周辺 

市に対して、連絡体制の確立等の必要な体制をとるよう連絡するとともに、ＰＡＺを含む 

玄海町及び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段 

の確保等）を行うよう要請し、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、施設 

敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に協力するよう、県を通 

じて要請する。その際併せて、気象情報を提供するものとする。 

イ 県からの連絡 

(略) 

また、ＰＡＺを含む玄海町及び唐津市に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準

備（避難先、輸送手段の確保等）を行うよう要請し、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共

団体に対しては、施設敷地緊急事態要避難者の避難準備（避難先、輸送手段の確保等）に

協力するよう、要請する。 

ウ (略) 

記載の適

正化 

38 【警戒事態発生時の情報伝達経路】 【警戒事態発生時の情報伝達経路】  
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佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

38   記載の適

正化 

 

連絡先の

変更 

原 子 力 事 業 者 

指 定 行 政 機 関 指定地方行政機

内 閣 官 房 

経済産業省資源エネルギー庁

原 子 力 規 制 委 員 会 ・ 内 閣 府 
（ 原 子 力 事 故 合 同 警 戒 本 部 ） 

指 定 公 共 機 関 

原子力防災専門官 
原子力運転検査官 

佐賀県 

災害警戒本部・緊急ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ本部 

関 係 各 課 唐 津 警 察 署 
伊 万 里 警 察 署 

玄海町・関係周辺市 

唐 津 市 消 防 本 部 

伊万里・有田消防本部 

西 部 分 署 

唐 津 海 上 保 安 部 

佐 賀 地 方 気 象 台 

※ 自 衛 隊 

各 部 等

連絡員所属部署 そ の 他 
関係機関 

佐 賀 県 警 察 本 部 

※自衛隊 
陸上自衛隊：西部方面混成団 
海上自衛隊：佐世保地方総監部 
航空自衛隊：西部航空方面隊 

そ の 他 市 町 

関係周辺市：唐津市、伊万里市 
その他市町：玄海町、唐津市、伊万里

市以外の市町 

原 子 力 事 業 者 

指 定 行 政 機関 指定地方行政機

内 閣 官 房 

経済産業省資源エネルギー庁 

原 子 力 規 制 委 員 会 ・ 内 閣 府 
（ 原 子 力 事 故 合 同 警 戒 本 部 ） 

指 定 公 共 機関 

原子力防災専門官

原子力保安検査官

佐賀県 

災害警戒本部・緊急ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ本部 

関 係 各 課 唐 津 警 察 署 
伊 万 里 警 察 署 

玄海町・関係周辺市 

唐 津 市 消 防 本 部 

伊万里・有田消防本部 

西 部 分 署 

唐 津 海 上 保 安 部 

佐 賀 地 方 気 象 台 

※ 自 衛 隊 

各 部 ( 局 )
連絡員所属部署 そ の 他

関係機関

佐 賀 県 警 察 本 部 

※自衛隊 
陸上自衛隊：第４特科連隊 
海上自衛隊：佐世保地方総監部 
航空自衛隊：西部航空方面隊 

そ の 他 市 町 

関係周辺市：唐津市、伊万里市 
その他市町：玄海町、唐津市、伊万里

市以外の市町 
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佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

(3) 原子力事業者からの施設敷地緊急事態発生通報があった場合 

ア （略） 

イ 国からの連絡 

(略) 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、必要に応じ玄海町及び唐津 

市に対し、ＰＡＺ内の住民等の避難準備及び施設敷地緊急事態要避難者の避難を行うよう連 

絡するとともに、玄海町及び関係周辺市にＵＰＺ内の屋内退避準備を行うよう、ＵＰＺ外の 

区域を管轄する地方公共団体に対しては、避難した施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の 

避難準備に協力するよう、要請する。その際併せて、気象情報を提供するものとする。 

 

ウ 国の専門官の確認等 

原子力保安検査官等現地に配置された国の職員は、施設敷地緊急事態発生後、直ちに現場 

の状況等を確認する。原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、県、原子力規制委員会、 

内閣府及び玄海町に連絡する。 

エ 県からの連絡 

(略) 

また、必要に応じ玄海町及び唐津市に対し、ＰＡＺ内の住民等の避難準備及び施設敷地緊 

急事態要避難者の避難を行うよう連絡するとともに、玄海町及び関係周辺市にＵＰＺ内の屋 

内退避準備を行うよう、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、避難した施設 

敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備に協力するよう、要請する。 

なお、玄海町及び関係周辺市に連絡する際には、併せて、ＰＡＺ内の住民避難が円滑に進 

むよう配慮を求めるものとする。 

  オ (略) 

 

(4) 県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生通報を行うべき数値を検出した場合の通報 

ア (略) 

イ 原子力防災専門官の確認 

原子力防災専門官は、直ちに原子力保安検査官と連携を図りつつ、原子力事業者に施設の

状況確認を行うよう指示し、その結果について県に連絡する。 

ウ (略) 

 (5) (略) 

 
２ 全面緊急事態の連絡等 

(1)～(2) (略) 

(3) 一般回線が使用できない場合の対処 

国の原子力災害対策本部は、県、玄海町及び住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インター

ネットメール、Ｊ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本部の指示等を確実

に伝達する。 

 

(3) 原子力事業者からの施設敷地緊急事態発生通報があった場合 

ア （略） 

イ 国からの連絡 

(略) 

また、原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同対策本部は、必要に応じ玄海町及び唐津 

市に対し、ＰＡＺ内の住民等の避難準備及び施設敷地緊急事態要避難者の避難を行うよう連 

絡するとともに、玄海町及び関係周辺市にＵＰＺ内の屋内退避準備を行うよう要請し、ＵＰ 

Ｚ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、避難した施設敷地緊急事態要避難者以外の 

住民の避難準備に協力するよう、県を通じて要請する。その際併せて、気象情報を提供する 

ものとする。 

ウ 国の専門官の確認等 

原子力運転検査官等現地に配置された国の職員は、施設敷地緊急事態発生後、直ちに現場 

の状況等を確認する。原子力防災専門官は、収集した情報を整理し、県、原子力規制委員会、

内閣府及び玄海町に連絡する。 

エ 県からの連絡 

(略) 

また、必要に応じ玄海町及び唐津市に対し、ＰＡＺ内の住民等の避難準備及び施設敷地緊 

急事態要避難者の避難を行うよう連絡するとともに、玄海町及び関係周辺市にＵＰＺ内の屋 

内退避準備を行うよう要請し、ＵＰＺ外の区域を管轄する地方公共団体に対しては、避難し 

た施設敷地緊急事態要避難者以外の住民の避難準備に協力するよう、要請する。 

なお、玄海町及び関係周辺市に連絡する際には、併せて、ＰＡＺ内の住民避難が円滑に進 

むよう配慮を求めるものとする。 

オ (略) 

 

(4) 県のモニタリングポストで施設敷地緊急事態発生通報を行うべき数値を検出した場合の通報 

ア (略) 

イ 原子力防災専門官の確認 

原子力防災専門官は、直ちに原子力運転検査官と連携を図りつつ、原子力事業者に施設の

状況確認を行うよう指示し、その結果について県に連絡する。 

ウ (略)  

 (5) (略) 

 
２ 全面緊急事態の連絡等 

(1)～(2) (略)  

(3) 一般回線が使用できない場合の対処 

国の原子力災害対策本部は、県、玄海町及び住民に対して、必要に応じ、衛星電話、インター 

ネットメール、Ｊ－ＡＬＥＲＴ、Ｎ－ＡＬＥＲＴ等多様な通信手段を用いて、原子力災害対策本 

部の指示等を確実に伝達する。 

 

記載の適

正化 

 

 

防災基本

計画に準

拠 
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佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

43 【緊急事態宣言発出後の情報伝達経路】 
 

 

【緊急事態宣言発出後の情報伝達経路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
           

現地原子力 

災害対策本部 

消 防 本 部 

県警察原子力災害警備現地本部 

県災害対策本部 
 保健医療調整本部 
（緊急医療本部） 
緊急ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ本部 

指定公共機関、指定地方行政機

安 全 規 制 
担 当 省 庁 

唐 津 警 察 署 
伊 万 里 警 察 署 

西 部 分 署 

唐津海上保安部 

佐賀地方気象台 

自 衛 隊 

原子力防災 
専 門 官 

指定行政機関 

原子力事業者 

県現地災害対策本部 

玄海町・関係周辺市 

そ の 他 市 町 

その他防災関係機関 

県警察非常災害警備本部 

国の原子力災害対策本部 

指 定 行 政 機 関 

内 閣 官 房 

原子力規制委員会・内閣

玄海町・関係周辺市 

唐 津 市 消 防 本 部 

伊万里・有田消防本

玄海原子力発電所 

原 子 力 規 制

委員会・内閣府

唐 津 海 上 保 安 部 

自 衛 隊 

（注）緊急事態宣言発出前に県災害対策本部が設置された場合もこれに準じる。

原子力災害合同対策協議

オフサイトセンター 

現地原子力 

災害対策本部 

消 防 本 部 

県警察原子力災害警備現地本部

県災害対策本部 
緊急医療本部 
緊急ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ本部 

指定公共機関、指定地方行政機

安 全 規 制 
担 当 省 庁 

唐 津 警 察 署 
伊 万 里 警 察 署 

西 部 分 署 

唐津海上保安部 

佐賀地方気象台 

自 衛 隊 

原子力防災 
専 門 官 

指定行政機関

原子力事業者 

県現地災害対策本部 

玄海町・関係周辺市 

そ の 他 市 町 

その他防災関係機

県警察非常災害警備本

国の原子力災害対策本部 

指 定 行 政 機 関 

内 閣 官 房 

原子力規制委員会・内閣

玄海町・関係周辺

唐 津 市 消 防 本 部 

伊万里・有田消防本

玄海原子力発電所

原 子 力 規 制 
委員会・内閣府 

唐 津 海 上 保 安 部 

自 衛 隊 

（注）緊急事態宣言発出前に県災害対策本部が設置された場合もこれに準じる。

原子力災害合同対策協議

オフサイトセンター 

報告１ 資料1-4 
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頁 現行 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 活動体制の確立  国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、自衛隊

等）県警察、玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、

その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、各部(局)等連絡
員所属部署、関係各課） 

（略） 

 
１ 活動体制の確立 
(1) 県の活動体制 

ア 災害警戒本部 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

(ｵ) 災害警戒本部の組織、配備体制、所掌事務は次のとおりとする。 
（略） 
 
（災害警戒本部の配備体制、所掌事務） 
部(局)名 課(室)名 所 掌 事 務

（略） 

県民環境部 環境センター ○ 緊急時モニタリングの実施に関すること 
○ 緊急時モニタリング要員等の派遣に関すること 
○ 緊急時モニタリングセンターとの連絡調整に関
すること 

（略） 

 
イ 災害対策本部 

(ｱ)～(ｲ) （略） 
(ｳ) 災害対策本部の組織、配備体制等 

災害対策本部の組織、配備体制、所掌事務は次のとおりとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 活動体制の確立  国（原子力規制委員会、内閣府、原子力防災専門官、自衛隊

等）県警察、玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、

その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、各部(局)等連絡
員所属部署、関係各課） 

（略） 

 
１ 活動体制の確立 
(1) 県の活動体制 

ア 災害警戒本部 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

(ｵ) 災害警戒本部の組織、配備体制、所掌事務は次のとおりとする。 
（略） 
 
（災害警戒本部の配備体制、所掌事務） 
部(局)名 課(室)名 所 掌 事 務

（略） 

県民環境部 環境センター ○ 緊急時モニタリングの実施に関すること 
○ 緊急時モニタリング要員等の派遣に関すること 
○ 緊急時モニタリングセンターの設置準備に関す
ること 

（略） 

 
イ 災害対策本部 

(ｱ)～(ｲ) （略） 
(ｳ) 災害対策本部の組織、配備体制等 

災害対策本部の組織、配備体制、所掌事務は次のとおりとする。 

（略） 
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【災害対策本部の組織、対策の検討・実施体制】 

 

 

 

 

【災害対策本部の組織、対策の検討・実施体制】 

 
 

 

 
情 報 通 信 対 策 部

広 報 対 策 部 

被 災 者 支 援 等 対策 部 

組 織 支 援 対 策 部

県 民 環 境 対 策 部 
緊急モニタリング本部 

健 康 福 祉 対 策 部 
保健医療調整本部 
（緊急医療本部） 

産 業 労 働 対 策 部

農 林 水 産 対 策 部 

県 土 整 備 対 策 部 

地 域 交 流 対 策 部

文 教 対 策 部

総 括 対 策 部 
情報収集担当 
分析・企画担当 

調整担当 

各部・局、各課等 

災

害

対

策

本

部

長

副

本

部

長 

現
地
災
害
対
策
本
部
長 

災 害 対 策 本 部 

本部の決定内容の連絡、 
対策実施の指示 等 

本部要員の供出、 
対応状況の報告 等 

（災害対策本部が決定した対策の実施） 

(災害対応として取り組む方針や方向性の決定、実施部門(平時組織)へのﾐｯｼｮﾝの付与 等) 

文化・スポーツ交流対策部

公 安 対 策 部

 

総 括 対 策 部 
情報収集担当 
分析・企画担当 

調整担当 

各部・局、各課等 

災

害

対

策

本

部

長 

副

本

部

長

現
地
災
害
対
策
本
部
長 

情 報 通 信 対 策 部

広 報 対 策 部

被 災 者 支 援 等 対 策部

組 織 支 援 対 策 部

県 民 環 境 対 策 部 
緊急モニタリング本部 

健 康 福 祉 対 策 部 
緊急医療本部

産 業 労 働 対 策 部

農 林 水 産 対 策 部

県 土 整 備 対 策 部

地 域 交 流 対 策 部

文 教 対 策 部

災 害 対 策 本 部 

本部の決定内容の連絡、 
対策実施の指示 等 

本部要員の供出、 
対応状況の報告 等 

（災害対策本部が決定した対策の実施） 

(災害対応として取り組む方針や方向性の決定、実施部門(平時組織)へのﾐｯｼｮﾝの付与 等) 

文化・スポーツ交流対策部

公 安 対 策 部

男女参画・こども対策部 
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54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

（略） 

 
（災害対策本部の配備体制、所掌事務） 

（略） 

対策部 
対策部長 

対策部長の 
担任事務 左の主な内容 関係（対応）課

等 

（略） 

県民環境対策
部 
 
●県民環境部 
 長 

（略） （略） （略） 

緊急モニタリング
本部 
◇環境センター
所長 

・現地災害対策本部緊急モニタリング班と 
の連絡調整に関すること 

・緊急時モニタリングの実施計画に関する 
こと 

・緊急時モニタリングの実施に関すること 
・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に 
関すること 

・モニタリング結果の関係機関への情報提 
供及び公表に関すること 

・緊急時モニタリングセンターとの連絡調 
整に関すること 

環境センター 
生活衛生課 
農産課 
園芸課 
水産課 
林業課 
農山漁村課 
農地整備課 ほか 
 
 
 
 
 

（略） （略） （略） 

健康福祉 
対策部 
 
●健康福祉部 
 長 

（略） （略） （略） 

緊急医療本部 
◇健康福祉部副
部長 

・緊急医療本部の設置及び運営に関するこ 
 と 
 
 
 
 
 
 
 
・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関 
すること 

・住民の健康管理に関すること 
・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関 
すること 

・安定ヨウ素剤の備蓄及び配布に関すること 
・医薬品等の供給に関すること 

医務課 
健康増進課 
薬務課 

（略） （略） （略） 

医療対策 
◇医務課長 
 
 
 

・医療救護班の編成及び派遣並びに被災者 
の救護に関すること 

・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関 
すること 

・被災者の救護（助産を含む。）に関すること 

福祉課 
医務課 
障害福祉課 

 

（略） 

 
（災害対策本部の配備体制、所掌事務） 

（略） 

対策部 
対策部長 

対策部長の 
担任事務 左の主な内容 関係（対応）課

等 

（略） 

県民環境対策
部 
 
●県民環境部 
 長 

（略） （略） （略） 

緊急モニタリング
本部 
◇環境センター
所長 

 
 
・緊急時モニタリングの実施計画に関する 
こと 

・緊急時モニタリングの実施に関すること 
・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に 
関すること 

・モニタリング結果の関係機関への情報提 
供及び公表に関すること 

環境センター 
生活衛生課 
農産課 
園芸課 
水産課 
林業課 
農山漁村課 
農地整備課 ほか
※モニタリング要
員は県民環境部各
課、各保健福祉事
務所及び衛生薬業
センターから派遣

（略） （略） （略） 

健康福祉対策
部 
 
●健康福祉部
長 
（正） 

 
●男女参画・
こども局長 
（副） 

 

（略） （略） （略） 

保健医療活動の 
総合調整 
◇医療統括監 

・保健医療調整本部の設置他、保健医療活 
動の総合調整に関すること 

・災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT） 
等他都道府県への支援チームの派遣要 
請、外部からの保健医療福祉に関する支 
援者（医療等ボランティアを含む）に関 
すること 

・被ばく医療に関すること 
・入院患者の避難に関すること 
・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関
すること 

・住民の健康管理に関すること 
・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関 
すること 

・安定ヨウ素剤の予防服用に関すること 
 

福祉課 
長寿社会課 
障害福祉課 
医務課 
国民健康保険課 
健康増進課 
薬務課 
生活衛生課 
こども家庭課 

（略） （略） （略） 

医療対策 
◇医務課長 

・保健医療活動チームの編成及び派遣並びに
被災者の救護に関すること 

・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関 
すること 

・被災者の救護（助産を含む。）に関すること 

医務課 
薬務課 
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57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・他都道府県、国への医療従事者（ＤＭＡＴ、
ＤＰＡＴ含む。）の派遣要請に関すること 

・団体（医師会、ＮＨＯ等）への医療従事 
者の派遣要請に関すること 

・医療機関への医療活動情報の提供に関す 
ること 

・ボランティア（医療支援）に関すること 
 

  
 
 
 
 

 

（略） （略） （略） 

男女参画・こ
ども対策部 
 
●男女参画・ 
こども局長

こども、妊産婦
等対策 
◇男女参画・こ
ども局副局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影 
響低減策に関すること 

こども未来課 
こども家庭課 

男女共同参画 
◇男女参画・女性
の活躍推進課長 

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調 
整に関すること 

男女参画・女性の
活躍推進課 

（略） 

 
現地災害対策本部の配備体制、所掌事務） 

●政策部副
部長  

災害対策の
総括 

（情報収集班） 
・被害状況の把握及び災害応急対策に
係る情報収集に関すること 

消防防災課 
原子力安全対策課 
各部主管課 
唐津保健福祉事務所 
伊万里保健福祉事務所 
上場営農センター 
北部家畜保健衛生所 
玄海水産振興センター 
唐津農林事務所 
伊万里農林事務所 
唐津土木事務所 
伊万里土木事務所 
唐津県税事務所 
教育総務課 
西部教育事務所(北部支所) 
警備第二課 

（分析・企画班） 
・現地災害対策本部の設置・運営に関
すること 
・原子力災害合同対策協議会に関する
こと 

（調整班） 
・災害対策本部との連絡調整に関する
こと 
・国の現地災害対策本部との連絡調整
に関すること 
・オフサイトセンター機能班との連絡
調整に関すること 
・原子力防災専門官、原子力発電所防
災管理者との連絡調整に関すること 
・他班の所掌に属さない事業者・施設
等との連絡調整に関すること 

 

・国への医療従事者（ＤＭＡＴを含む。）の 
派遣要請に関すること 

・団体（医師会、ＮＨＯ等）への医療従事 
者の派遣要請に関すること 

・医療機関への医療活動情報の提供に関す 
ること 

・ドクターヘリの運航に関すること 
・医薬品等の供給に関すること 

 精神医療対策 
◇障害福祉課長 

・ＤＰＡＴ隊の編成及び派遣並びに被災者 
等のメンタルヘルスケアに関すること 

・他都道府県、国への災害派遣精神医療チ 
ーム（ＤＰＡＴ）の派遣要請に関するこ 
と 

障害福祉課 

（略） （略） （略） 

 こども、妊産婦
等対策 
◇男女参画・こ
ども局副局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影 
響低減策に関すること 

こども未来課 
こども家庭課 

男女共同参画 
◇男女参画・女性
の活躍推進課長

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調 
整に関すること 

男女参画・女性の
活躍推進課 

（略） 

 
（現地災害対策本部の配備体制、所掌事務） 

●政策部副
部長  

災害対策の
総括 

（情報収集班） 
・被害状況の把握及び災害応急対策に
係る情報収集に関すること 

消防防災課 
原子力安全対策課 
各部主管課 
上場営農センター 
北部家畜保健衛生所 
玄海水産振興センター 
唐津農林事務所 
伊万里農林事務所 
唐津土木事務所 
伊万里土木事務所 
教育総務課 
西部教育事務所(北部支所) 
警備第二課 

（分析・企画班） 
・現地災害対策本部の設置・運営に関
すること 

・現地事故対策連絡会議及び原子力災
害合同対策協議会に関すること 

（調整班） 
・災害対策本部との連絡調整に関する
こと 

・国の現地災害対策本部との連絡調整
に関すること 

・オフサイトセンター機能班との連絡
調整に関すること 

・原子力防災専門官、原子力発電所防
災管理者との連絡調整に関すること 

・他班の所掌に属さない事業者・施設
等との連絡調整に関すること 

 

報告１ 資料1-4 



佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

（参考：オフサイトセンター機能班の所掌事務、県からの派遣要員） 

班名 所 掌 事 務 県からの派遣要員 

（略） 

放射線班 ・緊急時モニタリング結果等に関する合同対策協議会資
料の作成 
・各機能班への放射線班に関する情報の共有 
・ＥＲＣチーム放射線班及び緊急時モニタリングセンター
との情報共有 
・除染等の措置及び放射性物質により汚染された廃棄物
の処理等についての調整 

班員 
環境センター 

緊急時モニ 
タリングセ 
ンター（オフ
サイトセン 
ター内） 

・緊急時モニタリングの現場調整及び指揮 
・緊急時モニタリング結果のとりまとめ及び妥当性の確認
・緊急時モニタリング実施計画の改定案の作成 
・気象情報の収集 
・関係機関との緊急時モニタリング結果の共有 
※緊急時モニタリングの実施は環境センター側 

副責任者 
◇環境センター所長 
班員 
環境センター 

医療班 ・原子力災害時の医療の実施に係る関係者との連絡・調
整 
・原子力災害医療に関連する情報の収集 
 

副責任者 
◇健康福祉部副部長 
班員 
医務課 
 
 

住民安全班 ・被災者の救助活動及び社会秩序の維持 
・屋内退避・避難の調整 
・救助・救急活動の調整 
・交通規制等の調整 
・緊急輸送の調整 
・物資調達、供給活動の調整 

副責任者 
◇政策部副部長 
副責任者 
◇警察本部警備部参事官 
班員 
消防防災課 
警備第二課 

運営支援班 ・オフサイトセンターの管理 
・オフサイトセンター参集者の食料等の調達 
・オフサイトセンター内の環境整備 
・オフサイトセンターの出入管理 

副責任者 
◇唐津県税事務所長 
班員 
唐津県税事務所 

実動対処班 ・実動省庁、官邸チーム実動対処班及びＥＲＣチーム実
動対処班等との連絡・調整 
・実動組織の活動状況に係る情報共有 

（派遣要員なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：オフサイトセンター機能班の所掌事務、県からの派遣要員） 

班名 所 掌 事 務 県からの派遣要員 

（略） 

放射線班 ・緊急時モニタリング結果等に関する各会議資料の作
成 

・各機能班への放射線班に関する情報の共有 
・ＥＲＣチーム放射線班及び緊急時モニタリングセンタ
ーとの情報共有 

・除染等の措置及び放射性物質により汚染された廃棄
物の処理等についての調整 

班員 
緊急時モニタリング本部
要員 

（削除） 
 
 
 
 
 

（削除） （削除） 

医療班 ・原子力災害時の医療の実施に係る関係者との連絡・
調整 

・原子力災害医療に関連する情報の収集 
 

副責任者 
◇健康福祉部副部長 
班員 
医務課 
唐津保健福祉事務所 
伊万里保健福祉事務所 

住民安全班 ・被災者の救助活動及び社会秩序の維持 
・屋内退避・避難の調整 
・救助・救急活動の調整 
・交通規制等の調整 
・緊急輸送の調整 
・物資調達、供給活動の調整 

副責任者 
◇政策部副部長 
副責任者 
◇警察本部警備部参事官 
班員 
消防防災課 
警備第二課 

運営支援班 ・オフサイトセンターの管理 
・オフサイトセンター参集者の食料等の調達 
・オフサイトセンター内の環境整備 
・オフサイトセンターの出入管理 

副責任者 
◇唐津県税事務所長 
班員 
唐津県税事務所 

実動対処班 ・実動省庁、官邸チーム実動対処班及びＥＲＣチーム
実動対処班等との連絡・調整 

・実動組織の活動状況に係る情報共有 

（派遣要員なし） 

緊急時モニ
タリングセ
ンター（オ
フサイトセ
ンター内） 

・緊急時モニタリングの現場調整及び指揮 
・緊急時モニタリング結果のとりまとめ及び妥当性の確
認 
・緊急時モニタリング実施計画の改定案の作成 
・気象情報の収集 
・関係機関との緊急時モニタリング結果の共有 
※緊急時モニタリングの実施は環境センター側 

副責任者 
◇環境センター所長 
班員 
環境センター 
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(2) (略) 

(3) その他市町の活動体制 

(略) 

また、避難のための立退きの勧告又は指示が出された場合、当該勧告又は指示の対象となっ 

た地域の避難先となる市町においては、避難所の設置、避難者の誘導等、必要な支援を行う体 

制をとる。 

（略） 

２～６ （略） 

（略） 

 

 (2) (略) 

(3) その他市町の活動体制 

(略) 

また、避難のための立退きの勧告又は指示が出された場合、当該勧告又は指示の対象となっ 

た地域の避難先となる市町においては、指定避難所の設置、避難者の誘導等、必要な支援を行 

う体制をとる。 

（略） 

２～６ （略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 緊急時モニタリン

グ活動  

国（原子力規制委員会、自衛隊、海上保安部）、玄海町、

関係周辺市、その他市町、原子力事業者、その他モニタリ

ング関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、環境センター、医務

課、健康増進課、関係各課） 

（略） 
 
１ 緊急時モニタリング等の実施 

(1)～(3) （略） 
(4) 緊急時モニタリングの実施 
県は、緊急時モニタリング実施計画が策定されるまでの間は，県が定めた緊急時モニタリング 
計画に基づき，緊急時モニタリング実施計画が策定された後は緊急時モニタリング実施計画に 
基づいて，緊急時モニタリングセンターの指揮の下、緊急時モニタリングを実施する。 

(5) 緊急時モニタリング実施計画の改定への参画 
国は、原子力施設の状況、放射線状況及び防護措置の実施状況等に応じて、緊急時モニタリング

実施計画を改定する。 
県は、緊急時モニタリングセンターを通じてこの改定に協力する。 

(6) 緊急時モニタリング結果の報告等 
緊急時モニタリングセンターはモニタリング結果の妥当性を確認し、緊急時モニタリングセンター 
内、原子力災害対策本部及びオフサイトセンター放射線班と速やかに結果を共有する。また、原 
子力災害対策本部が行ったモニタリング結果の評価等をオフサイトセンター内で共有する。 
県は、緊急時モニタリングセンター、原子力災害対策本部、又はオフサイトセンター放射線班 
から緊急時モニタリングの結果等について連絡を受けた場合、その内容を玄海町及び関係周辺 
市に連絡するものとする。さらに、現地事故対策連絡会議及び災害警戒本部又は合同対策協議 
会及び災害対策本部において緊急時モニタリング結果の共有を徹底する。 

 
２（略） 
 

第５節 緊急時モニタリン

グ活動  

国（原子力規制委員会、自衛隊、海上保安部）、玄海町、

関係周辺市、その他市町、原子力事業者、その他モニタリ

ング関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、環境センター、医務

課、健康増進課、関係各課） 

（略） 
 
１ 緊急時モニタリング等の実施 

(1)～(3) （略） 
(4) 緊急時モニタリングの実施 
県は、緊急時モニタリング実施計画が策定されるまでの間は，県が定めた緊急時モニタリング 
計画に基づき，緊急時モニタリング実施計画が策定された後は緊急時モニタリング実施計画に 
基づいて，緊急時モニタリングセンターの一員として、緊急時モニタリングを実施する。 

(5) 緊急時モニタリング実施計画の改定への参画 
国は、原子力施設の状況、放射線状況及び防護措置の実施状況等に応じて、緊急時モニタリング

実施計画を改定する。 
 

(6) 緊急時モニタリング結果の報告等 
緊急時モニタリングセンターはモニタリング結果の妥当性を確認し、緊急時モニタリングセンター 
内、原子力災害対策本部及びオフサイトセンター放射線班と速やかに結果を共有する。また、原 
子力災害対策本部が行ったモニタリング結果の評価等をオフサイトセンター内で共有する。 
県は、原子力災害対策本部、又はオフサイトセンター放射線班から緊急時モニタリングの結果 
等について連絡を受けた場合、その内容を玄海町及び関係周辺市に連絡するものとする。さら 
に、現地事故対策連絡会議及び災害警戒本部又は合同対策協議会及び災害対策本部において緊 
急時モニタリング結果の共有を徹底する。 

 
２（略） 
 

記載の適

正化 

 

防災基本

計画に準

拠 
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頁 現行 修正後 備考 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難、屋内退避等

の防護措置  

県警察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、その

他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、こども未来課、法務私

学課、まなび課、文化課、福祉課、こども家庭課、長寿社会

課、障害福祉課、医務課、生活衛生課、農政企画課、道路

課、国際課、教育振興課、学校教育課、教育総務課、保健体

育課） 

 (略) 

 
１ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

(1) 避難の指示等 

ア (略) 

イ 市町の役割 

(ｱ)～(ｲ) (略) 

(ｳ) 緊急事態宣言発出時 

(略) 

事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的防護措置を講じるよう指示 
された場合、当該指示を受けた地域を含む市町は、当該地域の住民等に対する屋内退避の 
指示又は避難勧告若しくは避難指示を行う等、必要な緊急事態応急対策を実施するととも

に、住民避難の支援が必要な場合には県と連携して国に要請するものとする。なお、玄海 
町及び関係周辺市は、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえっ 

て危険を伴う場合等やむを得ないときは、住居者等に対し、屋内での退避等の安全確保措置 

を指示することができるものとする。 

(ｴ)～(ｵ) (略) 

(ｶ) 避難に係る調整等 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難先となる避難所に職員を派遣し、受入市町

及び避難した住民等との連絡調整を行う。 

その他市町は、避難を受け入れる場合、玄海町及び関係周辺市の避難計画に定める避難

所を提供し、避難所において玄海町及び関係周辺市の職員の補助を行うなど、必要な協力

を行う。 

ウ その他 

ＰＡＺ内や離島等において、避難が遅れた住民等や早期の避難が困難である住民等につい

ては、気密性を確保する等の放射線防護対策に配慮した施設等に一時的に屋内退避を行うも

のとする。 

(略) 

(2) 情報の提供 

県、避難勧告又は避難指示を行った市町、県警察、消防機関及びその他防災関係機関は相互

 

第６節 避難、屋内退避等

の防護措置  

県警察、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、その

他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、こども未来課、法務私

学課、まなび課、文化課、福祉課、こども家庭課、長寿社会

課、障害福祉課、医務課、生活衛生課、農政企画課、道路

課、国際課、教育振興課、学校教育課、教育総務課、保健体

育課） 

 (略) 

 
１ 避難、屋内退避等の防護措置の実施 

(1) 避難の指示等 

ア (略) 

イ 市町の役割 

(ｱ)～(ｲ) (略) 

(ｳ) 緊急事態宣言発出時 

     (略) 

事態の規模、時間的な推移に応じて、国から避難等の予防的防護措置を講じるよう指示 
された場合、当該指示を受けた地域を含む市町に対し、域の住民等に対する屋内退避の 
指示又は避難勧告若しくは避難指示を行う等、必要な緊急事態応急対策を実施するととも 
に、住民避難の支援が必要な場合には県と連携して国に要請するものとする。なお、玄海 
町及び関係周辺市は、避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえっ 

て危険を伴う場合等やむを得ないときは、住民等に対し、屋内での退避等の安全確保措置を 

指示することができるものとする。 

(ｴ)～(ｵ) (略) 

(ｶ) 避難に係る調整等 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難先となる指定避難所に職員を派遣し、受入

市町及び避難した住民等との連絡調整を行う。 

その他市町は、避難を受け入れる場合、玄海町及び関係周辺市の避難計画に定める指定避難

所を提供し、指定避難所において玄海町及び関係周辺市の職員の補助を行うなど、必要な協力

を行う。 

ウ その他 

ＰＡＺ内や離島等において、避難の実施により健康リスクが高まる住民や船舶やヘリ等に 

よる避難が困難な住民等については、気密性を確保する等の放射線防護対策を講じた施設等 

に一時的に屋内退避を行うものとする。 

(略) 

(2) 情報の提供 

県、避難勧告又は避難指示を行った市町、県警察、消防機関及びその他防災関係機関は相互
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73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、避難誘導時において、住民等に向けて、避難所や避難退域時検査等の場所の所在、災害の

概要、緊急時モニタリング結果その他の避難に資する情報の提供に努める。 

(略) 

(3) 避難状況の確認 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難所における確認等により住民の避難状況の確

認を行うものとする。 

県は、避難勧告又は避難指示を行った市町と連携し、それぞれの避難所に収容されている避

難者に係る情報の早期把握に努め、国の原子力災害現地対策本部等への報告を行うものとする。 

なお、避難は努めて放射性物質の放出前に完了することを目指すものとする。 

県及び避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難状況の確実な把握のため、住民等に対

し、指定した避難所以外に避難した場合等に、市町村災害対策本部に居場所と連絡先を連絡

することについて周知を図るものとする。 

 
２～３ (略) 

 

４ 避難及びその勧告・指示の実効を上げるための措置 

(1) 避難方法 

避難は原則自家用車両を利用するものとし、自家用車両により避難が困難な住民について

は、近所の方との乗り合いによる自家用車避難を行うか、集合場所に参集し市町等の保有す

る車両にて避難を行う。これらの手段でも避難手段が不足する場合には、県が市町からの依

頼に基づきバス・タクシー協会・自衛隊等に要請し手配した車両にて避難を行うものとする。 

避難所の駐車スペースは、避難所に併設する運動場等の駐車スペースをまずは利用するこ

ととし、なお不足する場合には、近隣のグラウンド等を利用するものとする。 

(2) 避難誘導等 

避難住民の受入を行う市町は、主要避難経路から避難所への進入路に誘導員を配置する等、

避難が円滑に実施されるための協力を行う。 

(3)～(4) (略) 

(5) 避難者の避難先での被ばくを避けるための措置 

県、玄海町、関係周辺市及びその他市町は連携して、避難勧告又は避難指示が行われた区域

の住民が避難することとされている避難所のモニタリングを実施するものとする。 

(略) 

 

５ 要配慮者への配慮 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難誘導、避難所での生活に関して、要配慮者及び一

時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、避難所での健康状態の把握、

福祉施設職員等の応援の実施、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け応急仮設住宅

の設置等に努めるものとする。また、要配慮者に対する情報の提供や生活環境について、自治会、

自主防災組織、民生委員・児童委員等の活用や避難所のバリアフリー化等、十分配慮するものと

する。 

に、避難誘導時において、住民等に向けて、指定避難所や避難退域時検査等の場所の所在、災

害の概要、緊急時モニタリング結果その他の避難に資する情報の提供に努める。 

(略) 

(3) 避難状況の確認 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、指定避難所における確認等により住民の避難状況の

確認を行うものとする。 

県は、避難勧告又は避難指示を行った市町と連携し、それぞれの指定避難所に収容されている

避難者に係る情報の早期把握に努め、国の原子力災害現地対策本部等への報告を行うものとする。 

なお、避難は努めて放射性物質の放出前に完了することを目指すものとする。 

県及び避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難状況の確実な把握のため、住民等に対し、

指定避難所以外に避難した場合等に、市町村災害対策本部に居場所と連絡先を連絡することに

ついて周知を図るものとする。 

 
２～３ (略) 

 

４ 避難及びその勧告・指示の実効を上げるための措置 

(1) 避難方法 

避難は原則自家用車両を利用するものとし、自家用車両により避難が困難な住民については、

近所の方との乗り合いによる自家用車避難を行うか、集合場所に参集し市町等の保有する車両

にて避難を行う。これらの手段でも避難手段が不足する場合には、県が市町からの依頼に基づ

きバス・タクシー協会・自衛隊等に要請し手配した車両にて避難を行うものとする。 

指定避難所の駐車スペースは、指定避難所に併設する運動場等の駐車スペースをまずは利用

することとし、なお不足する場合には、近隣のグラウンド等を利用するものとする。 

(2) 避難誘導等 

避難住民の受入を行う市町は、主要避難経路から指定避難所への進入路に誘導員を配置する

等、避難が円滑に実施されるための協力を行う。 

(3)～(4) (略) 

(5) 避難者の避難先での被ばくを避けるための措置 

県、玄海町、関係周辺市及びその他市町は連携して、避難勧告又は避難指示が行われた区 

域の住民が避難することとされている指定避難所のモニタリングを実施するものとする。 

  (略) 

 

５ 要配慮者への配慮 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難誘導、指定避難所等での生活に関して、要配慮者 

及び一時滞在者が避難中に健康状態を悪化させないこと等に十分配慮し、指定避難所等での健康 

状態の把握、福祉施設職員等の応援の実施、応急仮設住宅への優先的入居、高齢者、障害者向け 

応急仮設住宅の設置等に努めるものとする。また、要配慮者に対する情報の提供や生活環境につ 

いて、自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等の活用や指定避難所等のバリアフリー化等、

十分配慮するものとする。 
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(略) 

 

６ 飲食物、生活必需品等の供給 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、避難所等の住民のために飲食物、生活必需品等の提供

が必要と認めた場合は、備蓄品の供給、給（貸）与、事業者等への物資の調達要請等を行うとと

もに、それでも不足すると認めた場合は、県に対し、飲食物、生活必需品等の調達の協力を要請

する。県は、避難勧告又は避難指示を行った市町から、避難所等において必要な飲食物、生活必

需品等の調達等の協力要請を受けた場合、又は状況等から自ら判断して必要と認めた場合は、備

蓄品の供給、給（貸）与、関係業者等への物資の調達要請等を行う。 

(略) 

(略) 

  

６ 飲食物、生活必需品等の供給 

避難勧告又は避難指示を行った市町は、指定避難所等の住民のために飲食物、生活必需品等の 

提供が必要と認めた場合は、備蓄品の供給、給（貸）与、事業者等への物資の調達要請等を行う 

とともに、それでも不足すると認めた場合は、県に対し、飲食物、生活必需品等の調達の協力を 

要請する。県は、避難勧告又は避難指示を行った市町から、指定避難所等において必要な飲食物、

生活必需品等の調達等の協力要請を受けた場合、又は状況等から自ら判断して必要と認めた場合

は、備蓄品の供給、給（貸）与、関係業者等への物資の調達要請等を行う。 

(略) 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節  医療活動等 
 

国（消防庁、自衛隊）、国立研究開発法人量子科学技術研究開 
発機構、独立行政法人国立病院機構、玄海町、関係周辺市、そ 
の他市町、消防機関、原子力事業者、日本赤十字社佐賀県支部、

県医師会、関係郡市医師会、その他防災関係機関 
県（消防防災課、医務課、健康増進課） 

県、消防機関、自衛隊、原子力事業者及び防災関係機関は、その役割に応じて医療活動を実施する。 

なお、医療活動は、この計画に定めるもののほか、別に定める「緊急被ばく医療マニュアル」を基本

に実施する。 

 

１ 組織等 

(1) 緊急医療本部の設置 

県は、災害対策本部に緊急医療本部を設置するとともに、国に対し原子力災害医療派遣チームの

派遣を要請する。 

 (2) 緊急医療本部の組織及び業務 

緊急医療本部は、健康福祉部の職員で組織する。その業務は、原子力災害医療派遣チームから

の指導・助言を受けつつ、原子力災害医療調整官の指示に基づいて医療活動を統括し、かつ、 

災害対策本部に対して、医療に関する助言を行う。 

また、緊急医療本部は、関係行政機関、関係医療施設等の職員で構成する汚染検査班、医療

救護班、健康管理班を避難所等に派遣し、医療救護所を設置する。 

各班の所掌事務は次のとおり。 
ア 汚染検査班 

(ｱ) 放射線被ばく及び放射能汚染に関する検査に関すること 

(ｲ) 除染の必要性の判断に関すること 

(ｳ) 簡易な除染に関すること 

イ 医療救護班 

(ｱ) 問診等による身体的異常の確認に関すること 

(ｲ) 放射線被ばく、放射能汚染及び緊急時の混乱等により生じた一般的傷病者等に関する応 

急措置に関すること。 

第７節  医療活動等 
 

国（消防庁、自衛隊）、国立大学法人長崎大学、独立行政法人

国立病院機構、玄海町、関係周辺市、その他市町、消防機関、

原子力事業者、日本赤十字社佐賀県支部、県医師会、関係郡市

医師会、その他防災関係機関 
県（消防防災課、医務課、健康増進課、障害福祉課） 

県、消防機関、自衛隊、原子力事業者及び防災関係機関は、その役割に応じて医療活動を実施する。 

なお、医療活動は、この計画に定めるもののほか、別に定める「原子力災害医療対応マニュアル」を基

本に実施する。  
 
１ 組織等 

(1) 緊急医療本部の設置 

県は、災害対策本部内の保健医療調整本部に緊急医療本部を設置するとともに、国に対し専門家 

の派遣を要請する。 

(2) 緊急医療本部の組織及び業務 

緊急医療本部は、医務課・薬務課・健康増進課・障害福祉課を中心とした健康福祉部及び男女 

参画・こども局の職員で組織する。その業務は、専門家からの指導・助言を受けつつ、原子力 

災害医療調整官の指示に基づいて原子力災害医療活動を統括する。 

緊急医療本部の業務は、被ばく医療、医療救護避難所の設置を含めた入院患者の避難、安定

ヨウ素剤の予防服用、簡易除染を含めた避難退域時検査とする。 

 
ア 被ばく医療 

(ｱ) 原子力災害医療協力機関である医療機関は、スクリーニング等の結果、被ばく又は放射 

性物質による汚染が認められない傷病者又は患者に対して必要な医療を提供する。 

     なお、スクリーニング等の結果、被ばく又は放射性物質による汚染が認められる傷病者 

又は患者（以下、「被ばく傷病者等」という。）に関しては、県へ搬送手段を要請し、原子 

力災害拠点病院へ搬送する。 

(ｲ) 原子力災害拠点病院は、搬送された被ばく傷病者等に対し、以下の診療を行う。 

・全身の除染 

防災基本

計画に準

拠 

 

記載の適

正化 

報告１ 資料1-4 



佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診断の結果、入院治療を要する者がある場合、医療救護班の責任者は、直ちに医療機関 

への緊急輸送の措置をとるよう当該市町に指示する。 

ウ 健康管理班 

避難所等における住民の健康管理に関すること 

(3) 原子力災害医療活動 

ア 初期被ばく医療活動 

主要な避難経路上に医療救護所を設けることとし、当該医療救護所において、避難住民等 

を対象に汚染検査班、医療救護班及び健康管理班が所要の措置を行う。 

原子力事業所内の医療施設では、被ばく患者等が発生した場合、独自に定める応急処置体 

制に基づき、適切に対応する。 

また、初期被ばく医療機関で対応できない場合は、搬送機関と連携し、二次被ばく医療機 

関へ搬送する。  

イ 二次被ばく医療活動 

唐津赤十字病院及び地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館は、搬送された被ばく患

者に対し、以下の診療を行う。 
(ｱ) 全身の除染 

(ｲ) 汚染創傷の治療 

(ｳ) 汚染状況及び被ばく線量の測定 

(ｴ) 局所被ばく患者、高線量被ばく患者等の治療 
二次被ばく医療は高度の専門性が要求されるため、必要に応じ、国から派遣される原子力 

災害医療派遣チームの指導・助言を受けて行う。 

また、唐津赤十字病院及び地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館で対応できない場

合は、搬送機関と連携し、高度被ばく医療支援センター等へ搬送する。 
ウ 三次被ばく医療活動 

二次被ばく医療の結果、さらに放射線被ばくによる障害の専門的治療が必要とされる高線 

量被ばく患者や重篤な内部被ばく患者等については、高度被ばく医療支援センター又はこれ

に準ずる医療機関に搬送し、専門の治療を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・汚染創傷の治療 

・汚染状況及び被ばく線量の測定 

・局所被ばく患者、高線量被ばく患者等の治療 

原子力災害拠点病院は、高度の専門性が要求されるため、必要に応じ、長崎大学等から 

派遣される原子力災害医療派遣チーム等の指導・助言を受けて行う。 

また、原子力災害拠点病院で対応できない場合は、搬送機関と連携し、長崎大学等の高 

度被ばく医療支援センター等へ搬送する。 

(ｳ) 高度被ばく医療支援センターは、原子力災害拠点病院では対応できない高度専門的な診 

療及び支援等を行う。 

 

  イ 入院患者の避難 

  入院患者を抱える医療機関は、原子力災害が発生し、所在地域に対し避難の指示等があっ 

た場合は、あらかじめ定めた避難計画及び県による避難先調整等に基づき、医師、看護師、 

職員の指示・引率のもと、迅速かつ安全に、入院患者を避難させる。 

その際、搬送手段の確保等、必要に応じて、県に対し、応援を要請する。 

県は、病院等医療機関の避難が必要となった場合は、原子力災害医療調整官を中心に、県 

医師会等の関係機関と連携し、医療救護避難所を設置するとともに、入院患者の避難先とな 

る医療機関を調整する。また、県内の医療機関では対処できない場合は、近隣県及び国に対 

し、受入れ協力を要請する。 

    なお、県は、入院患者の搬送先調整を行うに当たり、避難元となる医療機関の所在地域と 

当該地域の避難住民が避難する地域がなるべく同一となるよう努めるものとする。 

(ｱ) ＰＡＺ内の医療機関は、県による搬送先調整の結果を踏まえた避難先指示及びあらかじ 

め作成した避難計画に基づき、指定された災害拠点病院へ入院患者を避難させる。 

(ｲ) ＵＰＺ内の医療機関は、入院患者のうち重篤な患者については、県による搬送先調整の 

結果を踏まえた避難先指示及びあらかじめ作成した避難計画に基づき、指定された災害拠 

点病院へ入院患者を避難させる。 

     また、重篤な患者以外の患者については、県の指定する医療救護避難所に一旦避難させ 

たのち、県による搬送先調整の結果を踏まえた避難先指示及びあらかじめ作成した避難計 

画に基づき、指定された医療機関へ入院患者を避難させる。 

 

 

 

 

 

(ｳ) 精神科の医療機関は、県による搬送先調整の結果を踏まえた避難先指示及びあらかじめ 

作成した避難計画に基づき、指定された医療機関へ入院患者を避難させる。 

 

  ウ 安定ヨウ素剤の予防服用 

  県は、原子力災害対策指針を踏まえ、原子力規制委員会の判断に基づく国の指示又は独自 

【指定医療救護避難所】 
 ・総合看護学院（佐賀市） 
 ・県総合体育館（佐賀市） 
 ・産業技術学院（多久市） 

報告１ 資料1-4 



佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の判断により、安定ヨウ素剤の予防服用が必要となった場合は、玄海町及び関係周辺市に対 

し、服用に当たっての注意を払ったうえで、住民の安全のため、安定ヨウ素剤を服用するべ 

き時機及び服用の方法を指示する。 

玄海町及び関係周辺市は、安定ヨウ素剤の服用の指示があった場合又は独自の判断により、 

あらかじめ定められた配布計画に基づいて安定ヨウ素剤を住民に速やかに配布し、服用を指 

示するとともに、県と連携してアレルギー等への対処体制を確保に努めるものとする。 

(ｱ) ＰＡＺにおいては、全面緊急事態に至った時点で、直ちに、避難と安定ヨウ素剤の服用 

について原子力規制委員会の判断に基づき国の原子力災害対策本部が地方公共団体を通 

じて指示を出すため、対象の住民等は、原則としてその指示に従い服用する。 

(ｲ) ＵＰＺにおいては、全面緊急事態に至った後に、原子力施設の状況や緊急時モニタリン 

グ結果等に応じて、一時移転等と併せて安定ヨウ素剤の配布・服用について、原子力規制 

委員会が必要性を判断し、国の原子力災害対策本部が地方公共団体を通じて指示を出すた 

め、対象の住民等は、原則としてその指示に従い服用する。 

 

  エ 避難退域時検査 

国の原子力災害対策本部は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難退域時検査及び簡易除 

   染等を実施するよう地方公共団体に指示する。 

県は、避難指示を行った市町及び原子力事業者と連携し、国及びその他市町の協力を得な 

   がら、指定公共機関及び原子力医療協力機関の支援のもと、住民等がＵＰＺ外へ避難する際 

に、住民等（避難輸送に使用する車両及びその乗務員並びに携行物品を含む。ただし、放射 

性物質が放出される前に予防的に避難した住民を除く。）の避難退域時検査及び検査結果に応 

じたＯＩＬに基づく簡易除染（着替え、拭き取り、簡易除染剤やシャワーの利用等）等を行 

うものとする。 

なお、避難退域時検査場所は、あらかじめ指定している箇所のうち、避難等の対象とな 

   る住民の避難経路上又はその近隣の箇所に設けるものとする。 

また、簡易除染等の結果、汚染が除去できない場合、それが車両を含めた物品であれば避 

   難退域時検査場所で預かるものとし、一方人体への汚染が除去できない場合は、搬送手段を 

確保し、原子力災害拠点病院へ搬送する。 
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２ 医療従事者の派遣要請等 

県は、医療救護活動、避難退域時検査等の実施のため、必要と認める場合は、災害拠点病院、

独立行政法人国立病院機構、国立大学法人佐賀大学医学部附属病院、市町立病院、県医師会及び

関係郡市医師会等に対し、医師、看護師、薬剤師、放射線技師等の人員の派遣及び薬剤、医療機

器等の提供を要請する。 

 

３ 高度被ばく医療支援センター等への搬送 

県は、医療機関や消防機関等から被ばく患者の高度被ばく医療支援センター等への搬送について

要請があった場合又は自ら必要と認めた場合は、消防庁、自衛隊等に対し搬送手段の優先的確保

などの特段の配慮を要請する。 

 

４ 玄海町、関係周辺市及びその他市町等の医療対策 

玄海町、関係周辺市、その他市町、県医師会及び関係郡市医師会は、避難所等における住民の

健康管理に配慮するとともに、県が行う避難退域時検査等の原子力災害医療に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２ 医療従事者の派遣要請等 

県は、医療救護活動、避難退域時検査等の実施のため、必要と認める場合は、災害拠点病院、 

独立行政法人国立病院機構、国立大学法人佐賀大学医学部附属病院、市町立病院、県医師会、関 

係郡市医師会及び県放射線技師会等に対し、医師、看護師、薬剤師、放射線技師等の人員の派遣 

及び薬剤、医療機器等の提供を要請する。 

 

３ 原子力災害拠点病院及び高度被ばく医療支援センター等への搬送 

県は、医療機関や消防機関等から被ばく患者の原子力災害拠点病院及び高度被ばく医療支援セ 

ンター等への搬送について要請があった場合又は自ら必要と認めた場合は、消防庁、自衛隊等に 

対し搬送手段の優先的確保などの特段の配慮を要請する。 

 

４ 玄海町、関係周辺市及びその他市町等の医療対策 

玄海町、関係周辺市、その他市町、県医師会及び関係郡市医師会は、指定避難所等における住

民の健康管理に配慮するとともに、県が行う避難退域時検査等の原子力災害医療に協力する。 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８節  学校等、病院等医療

機関、社会福祉施設

等における避難等 

玄海町、関係周辺市、その他市町、学校等、国立・私立の学校

等の設置者等、病院等医療機関・社会福祉施設・不特定多数の

者が利用する特定施設等の管理者 

県（こども未来課、法務私学課、まなび課、スポーツ課、文化

課、福祉課、こども家庭課、長寿社会課、障害福祉課、医務

課、教育振興課、学校教育課、教育総務課、保健体育課） 

学校等、病院等医療機関、社会福祉施設、不特定多数の者が利用する施設等においては、あらか

じめ避難所、避難経路、誘導責任者及び避難方法等について作成した避難計画に基づき、避難のた

めの立退きの勧告又は指示等があった場合には、迅速かつ安全に避難を実施する。 

第８節  学校等、病院等医療

機関、社会福祉施設

等における避難等 

玄海町、関係周辺市、その他市町、学校等、国立・私立の学校

等の設置者等、病院等医療機関・社会福祉施設・不特定多数の

者が利用する特定施設等の管理者 

県（こども未来課、法務私学課、まなび課、スポーツ課、文化

課、福祉課、こども家庭課、長寿社会課、障害福祉課、医務

課、教育振興課、学校教育課、教育総務課、保健体育課） 

学校等、病院等医療機関、社会福祉施設、不特定多数の者が利用する施設等においては、あらか 

じめ指定避難所、避難経路、誘導責任者及び避難方法等について作成した避難計画に基づき、避難 

のための立退きの勧告又は指示等があった場合には、迅速かつ安全に避難を実施する。 

防災基本

計画に準

拠 

 

記載の適

正化 

 

【指定避難退域時検査場所】 
 ・有田中央運動公園（有田町、国道 202号） 
 ・歴史と文化の森公園隣接駐車場（有田町、国道 202号） 
 ・旧山内庁舎（武雄市、国道 35号） 
 ・白岩運動公園競技場（武雄市、国道 34号） 
 ・杵藤クリーンセンター（武雄市、国道 498号） 
 ・旧北方庁舎職員駐車場（武雄市、国道 34号） 
 ・蟻尾山公園（鹿島市、国道 207号） 
 ・多久市陸上競技場（多久市、国道 203号） 
 ・佐賀県立森林公園（佐賀市、国道 207号） 
 ・佐賀市富士支所（佐賀市、国道 323号） 
 ・佐賀競馬佐賀場外発売所（佐賀市、国道 263号） 
 ・基山総合公園（基山町、県道 17号） 
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(略) 

・ＰＡＺ内や離島等において、避難が遅れた住民等や早期の避難が困難である住民等については、

気密性を確保する等の放射線防護対策に配慮した施設等に一時的に屋内退避を行うこととしている。 

 

 

１～４ (略) 

(略) 

・ＰＡＺ内や離島等において、避難の実施により健康リスクが高まる住民や船舶やヘリ等による 

避難が困難な住民等については、気密性を確保する等の放射線防護対策を講じた施設等に一時的に 

屋内退避を行うこととしている。 

 

１～４ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

第 12 節 緊急輸送活動 国（運輸支局、海上保安部、自衛隊）、県警察、玄海町、関係

周辺市、消防機関、道路管理者、その他防災関係機関 

県（消防防災課、産業企画課、経営支援課、水産課、新幹線・

地域交通課、道路課、総務事務センター） 

（略） 

 

１  緊急輸送活動 

(1) (略) 

(2) 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は以下のものとする。 

ア～ウ (略) 

エ コンクリ－ト屋内退避所、避難所を維持・管理するために必要な人員、資機材 

オ～カ (略) 

(3) (略) 

 

２ (略) 

第 12 節 緊急輸送活動 国（運輸支局、海上保安部、自衛隊）、県警察、玄海町、関係

周辺市、消防機関、道路管理者、その他防災関係機関 

県（消防防災課、産業企画課、経営支援課、水産課、新幹線・

地域交通課、道路課、総務事務センター） 

（略） 

 

１  緊急輸送活動 

(1) (略) 

(2) 緊急輸送の範囲 

緊急輸送の範囲は以下のものとする。 

ア～ウ (略) 

エ コンクリ－ト屋内退避所、指定避難所等を維持・管理するために必要な人員、資機材 

オ～カ (略)  

(3) (略) 

 

２ (略) 

防災基本

計画に準

拠 
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86 

 

 

 

 

 

 

第 14 節 住民等への的確な
情報伝達活動 

 

国（原子力規制委員会、内閣府、海上保安部）、玄海町、関係

周辺市、その他市町、原子力事業者、その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、危機管理・報道課、広報

広聴課、各部(局)等連絡員所属部署、関係各課） 

(略) 

 

１ 住民等への情報伝達活動 

(1) (略) 
(2) 実施方法 

情報提供活動を実施するに当たっては、次のことに配慮する。 

ア～エ (略) 

オ 被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する際

に活用する媒体に配慮する。特に、避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られているこ

とから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情

報提供がなされるよう努める。 

第 14 節 住民等への的確な
情報伝達活動 

 

国（原子力規制委員会、内閣府、海上保安部）、玄海町、関係

周辺市、その他市町、原子力事業者、その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、危機管理・報道課、広報

広聴課、各部(局)等連絡員所属部署、関係各課） 

(略) 

 

１ 住民等への情報伝達活動 

(1) (略) 
(2) 実施方法 

情報提供活動を実施するに当たっては、次のことに配慮する。 

ア～エ (略) 

オ 被災者のおかれている生活環境、居住環境等が多様であることに鑑み、情報を提供する際に

活用する媒体に配慮する。特に、指定避難所にいる被災者は情報を得る手段が限られているこ

とから、被災者生活支援に関する情報については紙媒体でも情報提供を行うなど、適切に情報

提供がなされるよう努める。 

防災基本

計画に準

拠 
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(3) 広報内容及び要配慮者への配慮 

県、玄海町、関係周辺市及びその他市町は、住民等のニーズを十分把握し、原子力災害の状

況（原子力事業所等の事故の状況、モニタリングの結果等）、農林畜水産物の放射性物質調査の

結果及び出荷制限等の状況、安否情報、医療機関などの情報、県等が講じている対策に関する

情報、交通規制、避難経路、避難所など住民等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を提供する。 

(略) 

(4) (略) 

(5) 避難状況の把握への協力 

県は、避難状況の確実な把握に向けて、市町が指定した避難所以外に避難をした場合等には、

市町の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう、住民等への周知について協力するもの

とする。 

 

 

２～３ (略) 

 

(3) 広報内容及び要配慮者への配慮 

県、玄海町、関係周辺市及びその他市町は、住民等のニーズを十分把握し、原子力災害の状 

況（原子力事業所等の事故の状況、モニタリングの結果等）、農林畜水産物の放射性物質調査の

結果及び出荷制限等の状況、安否情報、医療機関などの情報、県等が講じている対策に関する 

情報、交通規制、避難経路、指定避難所等の住民等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を提供 

する。 

(略) 

(4) (略) 

(5) 避難状況の把握への協力 

県は、避難状況の確実な把握に向けて、市町が指定した指定避難所以外に避難をした場合等 

には、市町の災害対策本部に居場所と連絡先を連絡するよう、住民等への周知について協力す 

るものとする 

 

２～３ (略) 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

第 15 節 文教対策計画 学校等、玄海町、関係周辺市、その他市町、国立・私立の学校

等の設置者等 

県（こども未来課、法務私学課、教育振興課、教職員課、学校

教育課、教育総務課、保健体育課） 

 (略) 

 

１～２ (略) 

 

３ 応急教育の実施 

学校等並びに県、市町及び国立、私立の学校等の設置者等は、原子力災害により、学校施設が

被災した場合又は避難所として被災者が避難してきた場合にも、次により応急教育を実施する。 

 

(略) 

 

４ (略) 

 

５ 避難所となる場合の対応 

公立の学校等は、市町から要請があった場合、学校施設の安全性を確認した上で、避難所を開

設し、学校の防災組織体制の役割分担によりあらかじめ指定された職員が、避難住民等の収容を

はじめとした避難所運営を支援するものとする。 

収容場所の開設順序としては、[体育館 ⇒ 特別教室 ⇒ 普通教室]の順序で収容を行う。 

避難所を開設した場合は、速やかに開設・収容等の状況を、市町とともに、市町教育委員会又

は県教育委員会へ報告する。 

第 15 節 文教対策計画 学校等、玄海町、関係周辺市、その他市町、国立・私立の学校

等の設置者等 

県（こども未来課、法務私学課、教育振興課、教職員課、学校

教育課、教育総務課、保健体育課） 

 (略) 

 

１～２ (略) 

 

３ 応急教育の実施 

学校等並びに県、市町及び国立、私立の学校等の設置者等は、原子力災害により、学校施設が 

被災した場合又は指定避難所として被災者が避難してきた場合にも、次により応急教育を実施す

る。 

(略) 

 

４ (略)  

 

５ 指定避難所となる場合の対応 

公立の学校等は、市町から要請があった場合、学校施設の安全性を確認した上で、指定避難所 

を開設し、学校の防災組織体制の役割分担によりあらかじめ指定された職員が、避難住民等の収 

容をはじめとした避難所運営を支援するものとする。 

収容場所の開設順序としては、[体育館 ⇒ 特別教室 ⇒ 普通教室]の順序で収容を行う。 

指定避難所を開設した場合は、速やかに開設・収容等の状況を、市町とともに、市町教育委員 

会又は県教育委員会へ報告する。 

 

 

 

 

防災基本

計画に準

拠 

報告１ 資料1-4 



佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 節 災害応急対策の実
施に係るタイムス

ケジュール  

県警察、玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、

その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、各部(局)等
連絡員所属部署、関係各課） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 節 災害応急対策の実
施に係るタイムス

ケジュール  

県警察、玄海町、関係周辺市、消防機関、原子力事業者、

その他防災関係機関 
県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、各部(局)等
連絡員所属部署、関係各課） 

（略） 
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原子力災害対策に係る県災対本部の応急対策の着手時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力災害対策に係る県災対本部の応急対策の着手時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設敷地緊急 

事態段階 

【災害の発生に備えた警戒体制を整え、緊急時モニタリングを開始するととも

に、ＰＡＺ内の避難準備やより時間を必要とする住民等の避難等を行う時期】 
・災害対策本部及び現地災害対策本部の設置 
・施設敷地緊急事態発生の関係機関等への連絡 
・施設敷地緊急事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 
・警戒段階の緊急時モニタリングの開始 
・ＰＡＺ内の避難準備、施設敷地緊急事態要避難者に対する避難指示等 
・自衛隊への災害派遣要請 
・知事の緊急メッセージ、住民への情報伝達、問い合わせ窓口の設置 
・専門家の派遣要請 

【緊急事態宣言に備え、避難等の準備をする時期】 
・施設敷地緊急事態発生の関係機関等への連絡 
・施設敷地緊急事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 
・防災資機材の調達 
・学校の避難準備 
・専門家の派遣要請 

 

 

 

 

警戒事態 

段階 

 

【体制構築や情報収集を行い、住民のための準備を開始する時期】 
・災害警戒本部の設置、現地事故対策連絡会議への職員派遣 
・警戒事態発生の関係機関等への連絡 
・警戒事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情報等の連絡

・緊急モニタリング本部設置 
・平常時モニタリングの強化 
・施設敷地緊急事態要避難者の避難準備 
・住民への情報伝達、問い合わせ窓口の設置 

情報収集事態

段階 

【玄海町で震度５弱又は震度５強の地震が発生した事態】 
・連絡体制の確立 
・情報収集事態発生の関係機関等への連絡 
・平常時モニタリングの継続（固定局稼働状況の確認等） 
 

 

 

全面緊急事態 

段階 
(原災法１５条通報

 

 

 

 

施設敷地緊急 

事態段階 

【災害の発生に備えた警戒体制を整え、緊急時モニタリングを開始するととも

に、ＰＡＺ内の避難準備やより時間を必要とする住民等の避難等を行う時期】

・災害対策本部及び現地災害対策本部の設置 
・施設敷地緊急事態発生の関係機関等への連絡 
・施設敷地緊急事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 
・緊急時モニタリングの開始 
・ＰＡＺ内の避難準備、施設敷地緊急事態要避難者に対する避難指示等

・自衛隊への災害派遣要請 
・知事の緊急メッセージ、住民への情報伝達、問い合わせ窓口の設置 
・専門家の派遣要請 

【緊急事態宣言に備え、避難等の準備をする時期】 
・施設敷地緊急事態発生の関係機関等への連絡 
・施設敷地緊急事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情

報等の連絡 
・防災資機材の調達 
・学校の避難準備 
・専門家の派遣要請 

 

 

 

 

警戒事態 

段階 

 

【体制構築や情報収集を行い、住民のための準備を開始する時期】 
・災害警戒本部の設置、現地事故対策連絡会議への職員派遣 
・警戒事態発生の関係機関等への連絡 
・警戒事態発生後の情報収集活動、応急対策活動情報、被害情報等の連絡

・緊急モニタリング本部設置 
・平常時モニタリングの強化 
・施設敷地緊急事態要避難者の避難準備 
・住民への情報伝達、問い合わせ窓口の設置 

情報収集事態

段階 

【玄海町で震度５弱又は震度５強の地震が発生した事態】 
・連絡体制の確立 
・情報収集事態発生の関係機関等への連絡 
・平常時モニタリングの継続（固定局稼働状況の確認等） 
 

 

 

全面緊急事態 

段階 
(原災法１５条通報
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【住民避難など本格的な応急対策を実施する時期】 
・合同対策協議会の設置・職員の派遣 
・情報収集活動、応急対策活動情報、被害情報の連絡及び調整 
・原子力災害医療派遣チーム・緊急消防援助隊・警察災害派遣隊等の派 
遣要請、関係道府県への応援要請、指定行政機関・指定地方公共機関 
への職員派遣要請 
・ＰＡＺ内への避難指示、ＵＰＺ内への屋内退避指示等 
・防災資機材の装備 
・防災業務関係者の被ばく管理 

【避難住民の安全確保と被災者の支援を開始する時期】 
・ＯＩＬに基づく屋内退避・避難等の指示、避難に資する情報提供、 
避難状況の確認（外国人対策を含む） 
・避難路及び交通手段の確保、交通規制の実施 
・避難者への飲食物、生活必需品等の供給  
・原子力災害医療活動（緊急医療本部の設置、原子力災害医療派遣チー

ムの派遣要請、原子力災害医療活動、医療従事者の派遣要請、高度 
被ばく医療支援センター等への搬送、安定ヨウ素剤の服用指示、避難

退域時検査） 
・緊急輸送手段の確保、交通規制等による交通の確保 
・ＯＩＬに基づく飲料水、飲食物の摂取制限、農林水産物の採取及び 
出荷制限のための調査 
・風評被害に対する相談窓口の設置 
・治安の維持 
・災害救助法の適用 
・除染、廃棄物処理                   など 

 

 

 

 

ＯＩＬに基 

づく避難指 

示等が出さ 

れた場合 

（大量の放 

射性物質が 

放出された 

場合） 

 

 

 

大量の放射 

性物質放出 

が長期に及 

んだ場合 

【被災者の生活再建に向けた対策の時期】 
・警戒区域の設定 
・応急教育の実施、教育の再開 
・仮設住宅の建設、公営住宅等の提供等住居の確保 
・心のケアチームの編成・派遣、巡回健康相談、メンタルヘルス等の

保健衛生 
・風評被害対策 
・家畜対策 
・義援物資・義援金の受入 
・健康管理対策 
・除染、廃棄物処理                  など 

 

 

 

全面緊急事態 

段階（緊急事態 

宣言発出後） 

【住民避難など本格的な応急対策を実施する時期】 
・合同対策協議会の設置・職員の派遣 
・情報収集活動、応急対策活動情報、被害情報の連絡及び調整 
・原子力災害医療派遣チーム・緊急消防援助隊・警察災害派遣隊等の派

遣要請、関係道府県への応援要請、指定行政機関・指定地方公共機関

への職員派遣要請 
・ＰＡＺ内への避難指示、ＵＰＺ内への屋内退避指示等 
・防災資機材の装備 
・防災業務関係者の被ばく管理 

【避難住民の安全確保と被災者の支援を開始する時期】 
・ＯＩＬに基づく屋内退避・避難等の指示、避難に資する情報提供、 
避難状況の確認（外国人対策を含む） 
・避難路及び交通手段の確保、交通規制の実施 
・避難者への飲食物、生活必需品等の供給  
・被ばく医療活動（緊急医療本部の設置、原子力災害医療派遣チームの

派遣要請、原子力災害医療活動、医療従事者の派遣要請、

高度被ばく医療支援センター等への搬送、安定ヨウ素剤の服

用指示） 
・緊急輸送手段の確保、交通規制等による交通の確保 
・ＯＩＬに基づく飲料水、飲食物の摂取制限、農林水産物の採取及び 
出荷制限のための調査 
・風評被害に対する相談窓口の設置 
・治安の維持 
・災害救助法の適用 
・除染、廃棄物処理                   など 

 

 

 

 

ＯＩＬに基 

づく避難指 

示等が出さ 

れた場合 

（大量の放 

射性物質が 

放出された 

場合） 

 

 

 

大量の放射 

性物質放出 

が長期に及 

んだ場合 

【被災者の生活再建に向けた対策の時期】 
・警戒区域の設定 
・応急教育の実施、教育の再開 
・仮設住宅の建設、公営住宅等の提供等住居の確保 
・心のケアチームの編成・派遣、巡回健康相談、メンタルヘルス等の

保健衛生 
・風評被害対策 
・家畜対策 
・義援物資・義援金の受入 
・健康管理対策 
・除染、廃棄物処理                  など 

 

 

 

全面緊急事態 

段階（緊急事態 

宣言発出後） 
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頁 現行 修正後 備考 

 第４章  災害復旧対策 第４章  災害復旧対策  

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 放射性物質の付着

した廃棄物の処理  

国、玄海町、関係周辺市、その他市町、原子力事業者 
県（消防防災課、原子力安全対策課、循環型社会推進課、環境

センター、関係各課） 

（略） 

第８節 環境放射線モニタリ

ングの実施と結果公

表  

国、原子力事業者、玄海町、関係周辺市、その他市町 
県（原子力安全対策課、環境センター） 

県は、原子力緊急事態解除宣言後、国の統括の下、関係省庁及び原子力事業者と協力して継続的 
に環境放射線モニタリングを実施し、その結果を速やかに公表する。その後、平常時における環境 
放射線モニタリング体制に移行するものとする。 
原子力事業者は、県からの要請に基づいて、環境放射線モニタリングに必要な防災資機材を貸与 
するとともに、原子力防災要員を派遣する。 
玄海町、関係周辺市及びその他市町は、県が実施する環境放射線モニタリングに協力する。 

 

第９節 災害地域住民に係る

記録等の作成及び相

談窓口の設置等 

 

国、玄海町、関係周辺市、その他市町、原子力事業者 

県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、経営支援課、観

光課、水産課、各部(局) 等連絡員所属部署、関係各課） 

(略) 

 

１ 災害地域住民の登録 

県は、玄海町及び関係周辺市が避難及び屋内退避の措置をとった住民等が災害時に当該地域に所

在した旨を証明し、また、避難所等においてとられた措置を、あらかじめ定められた様式で登録する

ことに協力する。 

玄海町及び関係周辺市は、住民等が災害時に当該地域に所在した旨の証明を行うとともに、避

難所等においてとられた措置について登録を行う。 

 

２～４ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 放射性物質の付着

した廃棄物の処理  

国、玄海町、関係周辺市、その他市町、原子力事業者 
県（消防防災課、原子力安全対策課、循環型社会推進課、関係

各課） 

（略） 

第８節 復旧に向けた環境放

射線モニタリング  

国、原子力事業者、玄海町、関係周辺市、その他市町 
県（原子力安全対策課、環境センター） 

 
 国、県、玄海町、関係周辺市、その他市町及び原子力事業者は、環境放射線モニタリングにより、 
放射線量及び放射線物質濃度の経時的な変化を継続的に把握する。 
 
 
 
 
 

第９節 災害地域住民に係る

記録等の作成及び相

談窓口の設置等 

 

国、玄海町、関係周辺市、その他市町、原子力事業者 

県（消防防災課、原子力安全対策課、医務課、経営支援課、観

光課、水産課、各部(局) 等連絡員所属部署、関係各課） 

(略) 

 

１ 災害地域住民の登録 

県は、玄海町及び関係周辺市が避難及び屋内退避の措置をとった住民等が災害時に当該地域に 

所在した旨を証明し、また、指定避難所等においてとられた措置を、あらかじめ定められた様式で 

登録することに協力する。 

玄海町及び関係周辺市は、住民等が災害時に当該地域に所在した旨の証明を行うとともに、 

指定避難所等においてとられた措置について登録を行う。 

 

２～４ (略) 

防災基本

計画に準

拠 

報告１ 資料1-4 



佐賀県地域防災計画（第４編 原子力災害対策）の修正に係る新旧対照表 
 

頁 現行 修正後 備考 

 第５章  複合災害対策 第５章  複合災害対策  

 第３節 災害応急対策計画 第３節 災害応急対策計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

第１ (略) 

第２ 活動体制 

１ 県の活動体制 

(1)～(3)（略） 

(4) 災害対策本部の組織、配備体制等 
災害対策本部の組織、配備体制、所掌事務は次のとおりとする。 

（略） 

対策部 
対策部長 

対策部長の 
担任事務 左の主な内容 関係（対応）課等

（略） 

県民環境対策
部 
 
●県民環境部 
 長 

緊急モニタリング
本部 
◇環境センター
所長 

・現地災害対策本部緊急モニタリング班との
連絡調整に関すること 
・緊急時モニタリングの実施計画に関するこ
と 
・緊急時モニタリングの実施に関すること 
・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に関
すること 
・モニタリング結果の関係機関への情報提供
及び公表に関すること 
・緊急時モニタリングセンターとの連絡調整
に関すること 

環境センター 
生活衛生課 
農産課 
園芸課 
水産課 
林業課 
農山漁村課 
農地整備課 ほか 
 
 
 
 
 

（略） （略） （略） 

健康福祉 
対策部 
 
●健康福祉部 
 長 

（略） （略） （略） 

緊急医療本部 
◇健康福祉部副
部長 

・緊急医療本部の設置及び運営に関すること 
 
 
 
 
 
 
 
・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関
すること 
・住民の健康管理に関すること 
・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関す
ること 
・安定ヨウ素剤の備蓄及び配布に関すること 
・医薬品等の供給に関すること 

医務課 
健康増進課 
薬務課 

(略) 

第１～２ (略) 

第２ 活動体制 

１ 県の活動体制 

(1)～(3)（略） 

(4) 災害対策本部の組織、配備体制等 
災害対策本部の組織、配備体制、所掌事務は次のとおりとする。 

（略） 

対策部 
対策部長 

対策部長の 
担任事務 左の主な内容 関係（対応）課等 

（略） 

県民環境対策
部 
 
●県民環境部 
 長 

緊急モニタリング
本部 
◇環境センター
所長 

 
 
・緊急時モニタリングの実施計画に関するこ 
 と 
・緊急時モニタリングの実施に関すること 
・緊急時モニタリング要員等の派遣要請に関 
すること 

・モニタリング結果の関係機関への情報提供 
及び公表に関すること 

 
 

環境センター 
生活衛生課 
農産課 
園芸課 
水産課 
林業課 
農山漁村課 
農地整備課 ほか 
※モニタリング要員
は県民環境部各課、
各保健福祉事務所及
び衛生薬業センター 
から派遣 

（略） （略） （略） 

健康福祉 
対策部 
 
●健康福祉部 
 長 
（正） 

 
●男女参画・
こども局長
 （副） 
 
 

（略） （略） （略） 

保健医療活動の 
総合調整 
◇医療統括監 

・保健医療調整本部の設置他、保健医療活動 
の総合調整に関すること 

・災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）等
他都道府県への支援チームの派遣要請、外 
部からの保健医療福祉に関する支援者（医 
療等ボランティアを含む）に関すること 

・被ばく医療に関すること 
・入院患者の避難に関すること 
・住民等の避難退域時検査・簡易除染等に関 
すること 

・住民の健康管理に関すること 
・被ばくに係る長期の健康調査・管理に関す 
ること 

・安定ヨウ素剤の予防服用に関すること 
 

福祉課 
長寿社会課 
障害福祉課 
医務課 
国民健康保険課 
健康増進課 
薬務課 
生活衛生課 
こども家庭課 

防災基本

計画に準

拠 
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110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

医療対策 
◇医務課長 
 
 
 
 

・医療救護班の編成及び派遣並びに被災者の
救護に関すること 
・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関す
ること 
・被災者の救護（助産を含む。）に関すること
・他都道府県、国への医療従事者（ＤＭＡＴ、
ＤＰＡＴ含む。）の派遣要請に関すること 
・団体（医師会、ＮＨＯ等）への医療従事者
の派遣要請に関すること 
・医療機関への医療活動情報の提供に関する
こと 
・ボランティア（医療支援）に関すること 
 

福祉課 
医務課 
障害福祉課 

 

   

（略） （略） （略） 

男女参画・こ
ども対策部 
 
●男女参画・ 
こども局長 

こども、妊産婦等
対策 
◇男女参画・こど
も局副局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影 
響低減策に関すること 

こども未来課 
こども家庭課 

男女共同参画 
◇男女参画・女性
の活躍推進課 

 長 

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調 
整に関すること 

男女参画・女性の活
躍推進課 

（略） 

（略） 

 

現地災害対策本部の配備体制、所掌事務） 

対策班 
班長 

班長の 
担任事務 

左の主な内容 関係(対応)課等 

●政策部副
部長  

災害対策の
総括 

（情報収集班） 
・被害状況の把握及び災害応急対
策に係る情報収集に関すること 

消防防災課 
原子力安全対策課 
各部主管課 
唐津保健福祉事務所 
伊万里保健福祉事務所 
上場営農センター 
北部家畜保健衛生所 
玄海水産振興センター 

（分析・企画班） 
・現地災害対策本部の設置・運営
に関すること 
・原子力災害合同対策協議会に関
すること 

（略） （略） （略） 

医療対策 
◇医務課長 

・保健医療活動チームの編成及び派遣並び 
に被災者の救護に関すること 

・患者搬送に係る広域搬送体制の確保に関す 
ること 

・被災者の救護（助産を含む。）に関すること 
・国への医療従事者（ＤＭＡＴを含む。）の派 
遣要請に関すること 

・団体（医師会、ＮＨＯ等）への医療従事者 
の派遣要請に関すること 

・医療機関への医療活動情報の提供に関する 
こと 

・ドクターヘリの運航に関すること 
・医薬品等の供給に関すること 

医務課 
薬務課 

 精神医療対策 
◇障害福祉課長 

・ＤＰＡＴ隊の編成及び派遣並びに被災者等の
メンタルヘルスケアに関すること 

・他都道府県、国への災害派遣精神医療チーム
（ＤＰＡＴ）の派遣要請に関すること 

障害福祉課 

（略） （略） （略） 

 こども、妊産婦等
対策 
◇男女参画・こど
も局副局長 

・子ども、妊産婦、乳児に対する放射線影 
響低減策に関すること 

こども未来課 
こども家庭課 

男女共同参画 
◇男女参画・女性
の活躍推進課 

 長 

・男女双方の視点を踏まえた対策の総合調 
整に関すること 

男女参画・女性の活
躍推進課 

（略） 

（略） 

 
（現地災害対策本部の配備体制、所掌事務） 

対策班 
班長 

班長の 
担任事務 

左の主な内容 関係(対応)課等 

●政策部副
部長  

災害対策の
総括 

（情報収集班） 
・被害状況の把握及び災害応急対
策に係る情報収集に関すること 

消防防災課 
原子力安全対策課 
各部主管課 
上場営農センター 
北部家畜保健衛生所 
玄海水産振興センター 
唐津農林事務所 
伊万里農林事務所 

（分析・企画班） 
・現地災害対策本部の設置・運営
に関すること 

・原子力災害合同対策協議会に関
すること 
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118 

（調整班） 
・災害対策本部との連絡調整に関
すること 
・国の現地災害対策本部との連絡調
整に関すること 
・オフサイトセンター機能班との
連絡調整に関すること 
・原子力防災専門官、原子力発電
所防災管理者との連絡調整に関
すること 
・他班の所掌に属さない事業者・
施設等との連絡調整に関するこ
と 

唐津農林事務所 
伊万里農林事務所 
唐津土木事務所 
伊万里土木事務所 
唐津県税事務所 
教育総務課 
西部教育事務所(北部支
所) 
警備第二課 

(5) （略） 

 

２～３ （略） 

 

第３ 応急対策活動に係る留意点 

１～２ (略) 

 
３ 避難等の防災活動 

(略) 

なお、広域避難が必要となる大規模な原子力災害を含む複合災害時における避難施設に

ついては、県が玄海町、関係周辺市、その他市町及びその他の防災関係機関等から収集し

た避難経路の状況や避難施設の安全又は原子力災害以外の災害に係る避難所等としての使

用状況に基づき、玄海町及び関係周辺市に対し、代替となる避難経路や避難施設について

示すものとする。 

 

４～５ (略) 

 

第４ (略) 

（調整班） 
・災害対策本部との連絡調整に関
すること 

・国の現地災害対策本部との連絡調
整に関すること 
・オフサイトセンター機能班との
連絡調整に関すること 

・原子力防災専門官、原子力発電
所防災管理者との連絡調整に関
すること 

・他班の所掌に属さない事業者・
施設等との連絡調整に関するこ
と 

唐津土木事務所 
伊万里土木事務所 
唐津県税事務所 
教育総務課 
西部教育事務所(北部支
所) 
警備第二課 

(5) （略） 

 

２～３ （略） 

 
第３ 応急対策活動に係る留意点 

１～２ (略) 

 
３ 避難等の防災活動 

(略) 
なお、広域避難が必要となる大規模な原子力災害を含む複合災害時における避難施設について 
は、県が玄海町、関係周辺市、その他市町及びその他の防災関係機関等から収集した避難経路の 
状況や避難施設の安全又は原子力災害以外の災害に係る指定避難所等としての使用状況に基づき、 
玄海町及び関係周辺市に対し、代替となる避難経路や避難施設について示すものとする。 

 

 

４～５ (略) 

 

第４ (略) 
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